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事情憂更の法則に就て

中村萬吉

本篇は大膿二の目的ザら書ザれアこ。目的の第一は事情憂更則に關すろ

學設の大要を紹介し且之に短評を加へろこと、目的の第二は我民法上

雌法則に付て簡短に私見を提供すろこと即ち是れであろ。第一の目的

は我學生其他初學者の爲めに存：し第二の目的は同學の高評を乞ふ：爲め

であろ。因みに事情憂更則に關すろ研究資料ば大要下の如し。

小町谷繰三氏「貨幣債値の攣動と契約」

岩　　　田　　新氏　「経濟事情の攣動と債櫨の敷力」

勝　本　正　晃氏　「民法に於けろ事情攣更の原則」

穗積重蓮氏「戦雫と契約」

中　村　宗　雄氏　「モラ『トリサムに關すろ研究」（本』誌：第三巻所載）

遊佐慶夫氏「佛蘭西に於ける東京市儀の私法問題」（本誌第

　　　　六巻駈載）

海外参考資料は特に勝本氏前掲に豊富に紹介しあろが故に竣には省

略に從ふ。

第一　事情攣更則の要否

所謂事情憂更則とは或る債権關係の成立後當事者が當初豫期

し得ざりし事情憂更を生じたるに因り其債椹關係にも或るi攣更

を加ふべきかの織を取扱ふものにして從來同一事情存綾の約款

（伽su臨rebussics七油bus）なる舗の示す如く（墾董難欝禦
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蓼轟）一種の黙示的解除條停として詮明されたものである。黙示約

款はいふまでもなく意思表示解繹問題として此法則を取扱ふも

のなれども元來此法則の主旨は現存の債権關係の敷力（Rechもs

folge）を憂更せんとするに在り意思表示の解繹の如く債椹登生

の療因たる事實（Tatbes七and）を取扱はんとするに在らす故に若

し事情攣更則なるものを認むべくんぱ意思表示の解繹乃至法律

行爲の補充解繹なる問題と濁立して考究すべきものにして是れ

此法則を以て一の法條又は客観的法則と解する所以である。固

より私は法律行爲の補充解繹に依ても事情攣更則の蓬せんとす

る一部の敷果を相當に読明し得るものと信する。しかし此れと

彼れとは少くとも本質的には全ぐ匿別さるべきものである。從

；來事情憂更則は異端親せられたものであるが欧洲大職を機會に

してドィツに於て急に勢威を張り我國の或る學者の如きは之に

満腔の聲援を與へ事情憂更の「療則」といふ容易なら露規範的櫨

威を捧ぐるものさへあるに至つた。固より此法則に付てはドイ

ツ普通法時代からして相當の議論もあり又時に之を適用した判

例もないではない。その詳細は就中勝本氏の著書（董互♀）に譲っ

て置く。鼓に此法則の小研究に入るに當り先決問題として我民

法上も果して此法則を必要とするか否やを示す爲め二三事案を

蝦設して見たい。

　事案第一　富豪甲、貧しき友人乙に金一萬圓を贈與すべき旨

　　書面を以て約した。然るに其履行前甲は財界激攣の爲め
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　　事業に失敗し僅に資産薮百圓を剰すに過ぎざる駅態とな

　　つた。甲は樹ほ一・萬圓を支携ふべきか。

　按するに甲は民法第九十五條錯誤の規定に基いて契約の無敷

を主張し以て債務を免る、ことを得ない。何となれば錯誤は少

くとも契約の當時に於て表意者（甲）に事實の誤認叉は誤判の存

したることを要するに拘はらす本件の場合には此事實はあり得

ない、蓋し財界の激攣又事實の矢敗などいふ事情の礎化は全く

契約の後に生じたる新なる事實なるが故に契約の當時表意者の

念頭に上る筈なぐ從て誤認誤判などの醗地を存しないからであ

る。固より將來の事實に關する誤認誤孚珂はあり得る（見込蓮ひ）

依て若し見込を以て契約の要素として置けぱ亦第九十五條の規

定に依て無敷を主張し得べきは勿論である。而かも本件の場合

には特に斯くの如き解繹を容る、鎗地はない。

　又甲は當祷贈與契約をなしたる際「予の資産状態が此儘に存

、績して激愛せすぱ」との解除條件を黙示的に附したるものなう

との抗辮を提出して乙の請求を斥けることを得臓。何となれば

條件は法律行爲の附款として當事者が任意に附するものなるが

故に萄しくも條件が附せられたりとせば當事者は契約の當時條

件たる事實を少くとも意識して居なけれぱなら組、此鮎は條件

．が明示なると黙示なるにとに拘ないのである。而かも甲は自己

の資産状態が激攣しやうなど、は其當時夢想だもしなかつたに

違ひない。尤も此鮎に付ては後述の如く法律行爲の補充解繹に
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依て相當に甲の利盆の爲め問題を解決し得る方法があると思ふ

が、兎も角意思表示の解羅として此際黙示的條件を認めんとす

るは全く條件を擬制するに外ならすして問題の説明とはなり得

ない。

　債椹は債務者の過失に因らすして後曇的履行不能となるとき

は本則として消滅すべきは自明の理にして特に明文を要しない

且此揚合には債務者に損害賠償の責任がない（四一五條、五四

三條、五四五條三項）。然らば甲は之を理由として給付を免が

れ得ないであらうか。思ふに免がれす・と決するの外ない。何と

なれぱ本件の場合に於て甲の履行不能は假令不可抗力に因うた

りとするも償務を菟がれ得ない（四一九條二項）又甲が金銭以外

のものを贈與すべきものとしても事情鍵更に因うて給付の所謂

客観的不能を生ぜざる限り一般に債務を冤かれざるものと解す

るを正當とする、少くとも一慮は斯く解すべきである。

　筒ほ本件は片務契約に關するが故に危瞼に關する第五百三十

六條一項の規定を適用するの飴地なきは多言を要せ露。

　由此観之、本件甲に債務を冤がれしむべき法律上の根篠がな

いやうである。而かも斯くの如く断定し去ることは常識に照し

て一種の不満不快を威ぜしめるのは事實である。此黙の如き不

條理（若しありとせぱ）を如何にか除去しやうとするが事情憂更

則に關する研究の目的である。換言せば本件の如き事情i攣更に

翼しては當事者問の關係を姜當に解決すべき法規を敏くわけで
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ある。事情憂更則は此黙に於て法の鉄隔を補充するの使命を有

することになる。

　本件は無條件贈與に關する。之に反して若し條件附贈與なり

とせば格段の問題を生じない。例へば甲は友人乙の生活費を補

助する目的を以て毎月金二百圓を贈與するの契約を爲したるに

其後乙が事業に成功して生活費の補助を要せざるに至れる場合

の如し。尤も此場合を以て債権は目的到達に因りて浴滅に騰す

るものと見るは正當でない寧ろ生活費補給といふこと換言せば

乙が生活費の補給を要する状態の存績する限りといふことを條

件となしたるが故と解すべきである。

　事案第二　洋酒商甲は一瓶金五圓の割合にて洋酒百ダースを

　　乙に責渡すべき旨を約したるに其履行前洋酒税の改正に因

　　り一瓶に付六圓の新税を課せらる、に至つた。甲は荷ほ約

　　定憤格にて履行を爲す義務ありや。因みに洋酒税の改正は

　　事突然に出で契約當時全く豫期せざりしものとす。

　本件に於ても甲は給付義務を免がれざるものと断するの外な

し何となれば事案第一に付て墨げたる各理由は凡て本件の場合

にも適用あるのみならす更に危瞼負澹に關する第五百三十六條

の規定に依るも甲の給付そのものは唯履行の不期待を來せるの

みにして未だ不能となれるにあらざるが故に、甲は依然として

給付を免すれ帥ち甲は約定代金と引替に乙の洋酒引渡の請求に

慮ぜざるを得ない。固より第五百三十六條に規定する後登的履
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行不能の観念を如何に定むべきかは重要なる研究問題にして本

件の如き事情憂更に因り履行の不期待を生ぜる場合をも亦不能

に準じて取扱ふを妥當とせざるや否やは十分考慮するの籐地を

存する、併し假に通説に從ひ本條を以て客観的不能に限り適用

あるものと解せんか以上の如き断定を下ざ）るを得ない。然れ

ども常識より判断せば此の如き断定は如何にも不當不満であつ

て正義の威念に反する帥ち税法改正なる偶然の事情攣更に因り

て甲は不測の損失を受け乙は甲の不測の損失に於て却て不測の

利得をなすこと》なり乙は實質上一種の不當利得をなしたるの

観がある。而かも他に此不條理を除去するに足るべき法規なし

とせぱ必すや別に擦るべきの法則を登見しなければなら組。是

れ事情攣更則を必要とする斯以である。

　事案第三　甲は病後静養の目的を以て乙より海濱の別荘をニ

　　ケ年の期問にて賃借したるに程経て病状悪化の爲め入院す

　　ること、なれり。甲は入院を理由として期間満了前無賠償

　　にて賃貸借を解約することを得るや否や。

　甲は解約するを得ざるものとす。何となれば賃貸人乙は既に

別荘を甲に明渡し其使用牧盆を爲さしめつ、あるものにして之

を使用すると否とは全く甲の任意に厨するのみならす甲が使用

せざるは入院の爲めにして全く甲一身上の事由に因り別荘その

もの、敏黙に因るにあらざるが故に第五百四十三條の規定を適

用するに由なし又甲の支沸ふべき借賃は賃貸借契約上登生せる



事情攣更の法則に就て 7

既存の債務にして決して甲の實際上の使用を條件として始めて

生すべき債務にあらざるが故に甲は入院後別荘を事實使用せざ

ることを以て借賃支彿を拒むことを得ない。筒ほ本件の賃貸借

には「甲が若し入院せぱ」なる解除條件を獣示的に附したるもの

と見るべき何等の事情もない、其他の黙は以上事案第一第二に

付いて墨げたる諸理由を滲照すべく、いづれにしても甲は無賠

償にて契約を解除する椹限がないとしなければなら鼠。本件は

學者の所謂債権行使の不能又は不期待に該當する場合である．

之に類するものに例へば佳宅賃貸借の後賃借人が入螢し梵る場

合には債梅行使の不能を來たすべく叉附近に悪疫流行の爲め居

佳に苦心を要する場合は債権行使の困難を來すが如し、いづれ

も本件と同様の結論に蹄著し賃借人甲に解約椹を認むることが

出來ない。併し是等の場合とても常識に照せば何となく不満不

當の威じを與へる少くともその或る揚合に付ては今少しく利害

の調停を圓満ならしむべき法則が望ましいやうである。是れ亦

事情i攣更則の必要が叫ばる、所以とする。

　本件と似て非なる場合がある。例へば甲は下宿螢業を爲すの

目的を以て乙よう下宿屋向き建物を賃借したるに警察署は其建

物に敏黙あるに援り螢業を許可しなかつた場合の如し。若し其

建物の敏鮎が性質上除去し得ざるものならば責主澹保責任に關

する規定（五七〇條五六六條一項）の準用に依り借用主は契約を

解除することが出來るであらう（五五九條）又建物の敏黙が修補
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を許す性質のものなるときは甲は修補の講求を爲すべく（六〇

一條〉乙之に慮せざるときは契約を解除して差支ない（五四一

條）。加之此種の契約に在ては其目的が契約の内容となれること

多きが故に警察署の不許可が假令甲の一身上の事由に出でたる

ときも亦契約は當然敷力を失ふものと解すべきが相當であらう

（一二七條）。之に反し一青年紳士が辮護士試験に及第するもの

と確信して某ゼルディングの一室を借受けたるに不幸意外にも

落第したる如き場合には債権行使の不期待を來たするに止まり

當然契約を解除することを得す事情獲更則の必要が感ぜらる》

事態を生するわけである。

　車案第四　自作農甲は農業資金五千圓を二十ケ年問八分の利

　息にて乙より借入れ其利息は甲の選揮に從ひ金銭叉は玄米

　十五石を以て支沸ふこと》せり。然るに其後事攣に由う貨

　幣下落し當初の十銭は今日の一圓に相當し反封に米憤は十

　倍に騰貴するに至れるを以て甲は玄米を以て利息を梯はす

　金鏡にて之を支彿ふこと＞せる爲め乙は僅に時憤年四百圓

　　を牧め豫定の十分の一の債額を得るに過ぎざること＞なれ

　　外乙は此利息牧入を以て生計の補助となしたるに忽ち事

　態の激憂に遭ひ生活困難に陪つたのである。乙は事態菱更

　　を理由として契約當時の貨幣債値に相當する利息牧入（時

　債四千圓）の増加を請求し得ざるか。

　自作農甲は借入金五千圓を澹保する爲め債格六千圓の山林を
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責渡抵當として債権者乙に譲渡した。然るに其後前示と同一の

貨幣下落を生じたる故甲は五千圓を支彿ひて其山林の受戻しを

請求した。依て乙は事情攣更を理由として原債権額の十倍部ち

五萬圓の提供なき限り受戻しに慮じ難き旨を抗辮した、果して

正當なりや。

　東京市は嘗てフランスに於て一億八十八萬法（英貨四百萬膀

に相當）の市債を募集したるに後日佛貨下落の爲め元の一法は

今の十法に相當するやうになれるも英貨は原債値を維持してゐ

るので債椹者側は英貨に換算して市債の償還を受けたしと請求

したりと假定せば如何。

　此種の如き貨幣債値暴落を背景にした事情攣更の事件は欧洲

大鞍後経濟状態の激墾に因り濁佛英等の諸國を通じて頻登した

が之に適用すべき直接の規定を敏ぐ爲め裁判所は大に困却し當

初は事情攣更則を一般に認めなかつたが實際上の必要と學者の

指導とに依り漸次此法則を認むること、なり途には所謂増値の

原則をさへ生するに至つた。蓋し通常の事情攣更則は之に依り

利盆を享くべき當事者が菱更則の適用を申立てなければ裁判所

は之を適用せざるに反し貨幣の増値的換算に付ては當事者の申

立を待ブこす裁判所が職権を以て之を行ふに在るが故に増値の原

則は此黙に於て通常の事情攣更則と匠別すべきものとせられ

る。且通常の事情攣更則は契約其他法律行爲に因りて生ぜる債

灌關係に付いて適用ありとせらる＞に封し増値の原則は之に止
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まらす扶養料請求者、損害賠償講求権、不當利得返還請求権な

ど法律の規定に因りて生ぜる債椹關係にも適用ありとせらる。

是等の問題の沿革に付ては小町谷、岩田及び勝本諸氏の著書に

詳述せられてあるから以上の説明で足りると考へる。

　増値の原則は事情憂更則の一種に相違なしと雛も貨幣債値の

激攣といふ黙を唯一の基礎とするが故に事情憂更則と直別して

考察する必要がある、蓋し貨幣制度は性質上張行法規に属する

關係上貨幣憤値の下落ありたればとて他の事情攣更の如く條理

に訴へて直ちに利害關係を按配するを許さやる事情がある。從r

て之れが研究には貨幣制度に關する公法的規定をも滲照すべき

つものにして軍に私法上のみの問題とするわけに往かない。

　増値問題と似て非なるものに次の如き事例がある。帥ち地憤

の騰貴、公租公課の増徴其他四隣の状況の凝化せるに因る地代

叉は家賃の値上問題である。之れに付ては我國に於ても嘗て裁

判上屡々困難なる事件となり本質上通常の意義に於ける事情憂

更則 に該當すべき問題なれども之に付ては最近特別法（借地

法借家法》の制定ありし爲め制法上兎も角有権的解決を途げた

ものである。叉勝本氏に依て紹介せられたる不動産買戻と代金

増加の問題囑養査〒〉の如きも増値問題にあらすして通常の意義

に於ける事情憂更の事例とすべきものにして且我民法の解繹と

しては代金増加を許さすとし氾る大審院の判決に賛成すべきも

のと信する、蓋し其理由大要下の如し。（一）此揚合には事情愛



事情攣更の法則に就て
ユ■

更が貨幣債値の下落に依て存するか將た不動産そのもの》騰貴

に由れるか或は他の事情に出でπるか判然匠別するに由なし依

て之を増値問題と同覗すべきにあらす（二）第五百八十二條の規

定に依れば立法者は責買契約當時の不動産の格憤と其後の憤格

との問には通常相當の開きあるものとなし不動産の格債は漸騰

するものと豫想せること一見明かである從て若し不動産債格の

騰貴に件ひ買戻代金をも之に．比準して増加せしむべきものとせ

ぱ本條は全く室文に属する結果となる、或は不動産債格が不根

當に騰貴せる場合は本條の關する所にあらすと論するか知れざ

るもr裁判所二於テ選定シタル鑑定人ノ評憤二從テ不動産ノ現

時ノ債額ヨリ」云々の明文に照すときは憤格騰貴の状態の緩急、

程度の如何を顧慮するの鯨地を存せざるものと信する。而して

本條の趣旨は亦費主自から買戻権を行使する揚合にも同様なる

べきが故に買戻代金を塘加すべき理由なしと解するのである。

（三）第五百八十一條に依る登記と關聯して困難なる問題を生す

る。登記の特定主義と増値問題との交渉は一見困難なるに似て

實は然らす（後述〉然れども之を本件不動産買戻の揚合に付て

見るに不動産憤格の愛動が其特定の不動産のみに關すること多

きが故に例へば其不動産と共に他の不動産を抵當に供したる場

合に於て若し第三百九十二條の適用を生することありとせぱ他

の抵當債権者は不測の損失を招く結果を生すべし蓋し他の抵當

不動産の債格に付ても亦同率の菱動を生するや否や全く不明で
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一あるカ）らである。

　以上假設せる事案に徴すれば民法に現存する規定のみを以て

は軍に形式上正當とする解決を告げ得るに止まり當事者の實質

的利害關係を妥當に解決し得ざる場合少なからざるを知る。固

より我民法には廣き意味に於ける事情獲更に慮すべき幾多の規

定を存する（例九五條、五六〇條以下、五五九條、四一五條、

四一八條、五三四條以下）、のみならす通常の意義に於ける事情

墾更に該當する規定をも多少は設けてある（例、二七四條以下、

六〇九條以下、四：五〇條二項、五八九條）。然れども以上例示せ

る事案の如く事情憂更に因りて履行の不期待叉は困難、債椹行

使の不能（健肇誉響薄）不期待、壁務契約に於ける封債關係の攣動

等を生じたる場合に封しては何等の特則を設けす、蓋し事情愛

更が債権關係に及ぼす敷果の中、我民法は他國の民法と同じく

軍に後登的履行不能に付いて規定を置くに過ぎざるが故に前示

事案の如く實際上履行不能にもあらす亦履行可能とも適當に見

倣し得ざるものに付ては之を張いてそのいづれにか附會するに

あらざれぱ法律上之を解決し得ざる現状に居るわけである。斯

かる不條理を生する原因は要するに（一）法の鉄陥に存すること

朋かなれども（二）同時に現存法文の解繹狡きに失することにも

亦一部の責任がある。此中前者に就て補充的作用を提供せんと

するものが帥ち事情攣更則にして、後者に就て同様の提供を爲
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さんとするものが即ち法律行爲の補充解繹に外なら組。唯注意

すべきは法規適用の結果が一見不當なるも、他との關係上當事

：者問の不利盆を犠牲に供せざるを得ざる場合亦少なくない、帥

ち動的取引の安全の爲め静的取引の安全を無親すべしとする法

制の一大目的に出づるものあるが故に必すしも事情攣更則叉は

補充解繹の方法に依り之を擁飢すべきものでない。

第二　事情攣更に關する

　　　　　法律の規定及び判例

　我民法は事情愛、更を現在如何に取扱へるか。是れ事情攣更則

そのものを取扱はんとする場合の先決問題とする。又我裁判所

が此問題を如何に取扱へるか。是れ亦第二の先決問題とする。

然るに是等の黙に付ては既に學者の研究あるが故に（箋農畠雫）

厳には軍に二三蛇足を添へるに止めやうと思ふ。

　外國民法中特に事情攣更に關して通則とも見るべきものを設

けたるはプ可セン民法である（三七肇薦差識篠）然れども同

法に依るも事情憂更則の要求する凡べての鮎を規定せるにあら

す唯後登的履行不能の場合に限り原則として履行を拒絶し得べ

き旨を定むるに過ぎす。但し同法は例外として事情憂更に因る

目的不到達の場合に付て債務冤脱を認め其目的が當事者双方に

封して不到達となれる場合には各當事者その債務を免かるべく

當事者の一方に封して不到達となれる場合には其當事者は契約
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の解除を爲し得るものとして唯この目的不到達を生ぜしめたる

當事者は債務免脱叉は契約解除に因りて生じたる損害を賠償す

る責任ありとする。帥ちプ・イセン民法の通則的規定は專ら後

褒的履行不能乃至後登的目的不到達の場合に關するものにして

其他の事情遜更の揚合には及んでゐない。プ・イセン民法と反

勤にザクセン民法は當事者聞に特別の申合あるか叉は法律に特

別の規定ある揚合の外事情攣更を理由とする契約の解除又は履

行の拒縄を許さやることを本則としてゐる（冥茜食）。その他の民

法はいづれも特殊の場合に於いて特則を設くるに過ぎす、その

中稲や注目すべきはオーストリヤ民法が豫約の数力に付き（舅婆

姦）ドイッ民法（≡粛及びスヰス慎務法（揉三）が讐務契約に於ける

先履行義務と相手方の資産状態悪化との關係に付き稽や汎き規

定を設けたる黙とする。フラン暑民法に至つては全く個別的規

定を置くに止まる。

　外國の刹例にして特に注目に値するはドイツの判例とする蓋

し事情攣更則を育成したる爲めである。イギリスにても欧洲大

贈購に關する糊力沙くないカヨ（織池舞n蝋9E＆）ドィッ

ほどではないらしい。ドィツの最高裁判所が當初此の法則を否

認し髭る理由は同國民法には一般に此法則を認めたる規定なき

こと叉同法立法理由も亦一般に之を認めざる爲めであるとし

た、然るに其後此法則を認むるに至りたる法律上の根援は主と

して同國民法第百五十七條、第二百四十二條の爾規定であつた。．
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第百五十七條は契約の解縄は取引の慣習を顧慮したる誠實信義

の原則に依りて之を爲すべき旨を定めたるものなるが故に本質

上事情攣更則と異なる、之に反し第二百四十二條は債務の履行

は取引の慣習を顧慮しねる誠實信義の原則に依bて之を爲すべ

き旨を定むるものにして實に事情攣更則の本質上の基礎たり得

るものである。蓋し事情攣更則は前にも一言せる如く契約の解

繹に關するにゐらす契約の敷力に關する法則、換言せば債務の

履行を調整すべき使命を有するからである。第二百四十二條は

一見履行の方法のみを定めたるが如くなるも併せて其内容の決

定に付ても信義則に依るべき旨を定めたるものと解するを正當

とする。斯くて債務の履行は其給付の物艦方法ともに信義の原

則に依て決定さるべきものなるが故に假令事情の攣更ありとす

るも債務本來の目的方法には礎化あるべからす必すや本來の趣

旨に從ひて履行を爲さやるべからすとの見解が立つわけになる

のである。而して債務の本旨を決定するに付ては第百五十七條

の解繹規定が役割を演することになる。

　翻て我民法に就て見るに亦事情攣更則を認めたる一般的規定

がない、稽や汎く此法則を認めたる特則は危険負捲に關する第

五百三十六條の規定である。判例も亦一般に此法則を認めざる

もの、如く偶々之を認むる揚合にも其法的根接の登見及び之に

附する理由に至ては何等見るべきものがない。蓋し事情攣更則

は本家債権法の異端者覗せられたるは各國共通の事實なるのみ
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ならす我國に於てはドィツ其他の如く大載雫に因る経濟界の憂

動を膿験したることなきが故に自然此法則の必要を感すること

稀にして從て其妙味を玩賞するの機會なかりしに因るのであら

う。されば我國判例が事情i憂更則に封し冷淡なりしは事物自然

の傾向にして特に答むべき何物もないと考へる。學者或は此法

則に關する我國判例の研究として地代値上問題、損害賠償に於

ける最高憤格標準説などを墨げるけれども（塗趨畠粂）前者に付

ては特別法の制定あり又後者の不可なることに付ては翫に定論

あるが故に弦に再び贅するに及ばない。

　　　第三　事情愛更に關する

　　　　　　　　　學説及び其短評

　　（一）法劉の實麗に關する二檬の見鮎

　前述の如く事情攣更は黙示的約款の敷力として説明せられた

るが其要旨は當事者は契約の際將來若し事情の菱化なけれぱと

の解除條件を附したるものと看倣し後日事情の獲化あるときは

卸ち其條件が成就せるものとして契約の敷力を將來に向て失は

しむるに外ならす。此見解の非なるは多言を要せすと錐も其考

察黙を少しく鍵すれば一見入をして首肯せしむる如き見解とな

る・事情憂更則に關する學説いづれはあれど要するに此黙示約

款説の換骨脱胎なるか叉は其増改築に外ならののである。事情

饗更則の實膿を説明せんとする見黙に二様を匿別し得る。其一
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は後登錯誤読、其二は行爲前提説即ち是れである。因みに二説

ともに事情憂更則を以て客観的法則と見る黙に於ては共通であ

る。

　（イ）後登錯誤読の要に曰く當事者が行爲の當時若し事情鍵更

を豫見したりと假定せば其契約を爲さ⑲しなるべしと判断す

ることが菅に當事者の主観的立場より見て姜當とせらる＞のみ

ならす之を祉會の通念（取引の慣習）に照すも亦妥當とせらる、

ときは其事情墾更は契約の敷力を左右するの債値があると。此

見解はいふまでもなく黙示約款説の換骨脱胎にして軍に約款説

に實質上の理由を與へたるに外ならす。此見地に立つものに更

に二様がある。其一・は後登的錯誤と直言するもの（董雫高慈喜渣幕

錨計幾8舞u）其要に曰く通常の錯誤は行爲の當時に存するに反し

事情攣更は行爲の後に生するには相違なしと錐も問題の焦黒占は

當事者に豫期すべからりし結果を與へざるに在り果して然らば

豫期せざりし事實そのものが決定的債値あるものにして其事實

が行爲の當時に在りしと行爲の後に在りしとは寧ろ從たる債値

あるに過ぎすと。其二は契約の補充解繹説とも欝すべきもの

（象㌢溜馬ReGhtso「dn“ng）其要に曰く法律行爲の目的に照し當事者

が當初特に定めざりし瓢を認識又は顧慮せしならぱ其黙を定め

たるべしと認めらる、ときは其法律行爲の補充解繹に依りて其

織を行爲の内容（約款）と爲さいるべからす・此理を推及すると

きは事情i攣更に因る解除権の留保も亦解繹に依うて補充するに
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付き格別の疑を生ぜざるべしと（犠象）。エノソトマンは補充解繹

に依りて事情攣更則の凡べてを読明し得るものと爲すにあらす

唯余の所謂溝極的事情攣更則（後出〉に限り且法律に規定なき場

合に限り此方法を探用し得るものとする、荷ほ氏の見解は行爲

の目的を標準とするものにして補充解繹のみに依らんとするに

あらす、氏が後に行爲基礎説を考案したるは蓋し偶然でないの

である。

　（切行爲前提読は臼く入問が行爲を爲すに當ては必すや一定

の目的あり此目的を達するには必すや亦一定の事情を前提とす

る、此前提は當事者に意識せられて條件其他の約款となりて表

示せらる》ことあり叉然らざることあり、いづれにするも此前

提にして一朝獲動せんか其行爲の敷力に影響せざるを得の。此

見地に立つものに藪説あり各多少の特色あう叉所説に當否の別

ありと雌も其基調に至ては同一・である。此説の開禮はウヰンド

シヤ揮の前観筋る艦濃無d凱驚認器）．鵬前提とは

未成の條件である、條件となるに至らざるも筒ほ法律行爲の敷

果を制約するものとする。前提は條件にあらざるが故に之を鉄

くも其行爲の法律的敷力は成立及び存績を妨げす。而かも前提

を敏ける法律敷果は形式上正當なれども實質上正當の理由がな

い、故に實質上不利を招く當事者は相手方の請求に封して抗辮

権を有し又此行爲に因りて利盆を受くべき當事者に封しては解

除を講求することが出家るといふのである。氏は之を以て事情



事情攣更の法則に就て
■9

灘更則のみを説明せんとするにあらすと雛も之をも読明せんと

するは明かでゐる。ウ氏の前提説に勤する非難は要するに當事

者の一方のみに存する主観的意思制限に附するに相手方にも封

抗し得る敷力を以てせんとする鮎である。此非難を免かれ’つ、

而かも同様な目的を達せんとするものをエルトマンの行爲基礎

読とする（霧袈魏b叢飯窯警翻t難望犠以“繊）行爲基礎は固よ

り條件其他の約款にはあらすと錐も當事者の一方的意思制限で

もない、行爲の當時各當事者に共通な主観的標準となれる客観

的事情である、尤も鼓に客観的といふは其事情が主観的に共通

標準帥ち基礎となれることを判定し得べき程度の客観性あれぱ

足るとの意味である。工氏は事情攣更の約款に付ては蕾來の見

解に從ひ之を以て契約の一一條項と爲し且約款に含まる、事項は

將來に属すと見るが故に行爲基礎は唯其一部に於て事情憂更則

と共通の黙を有するに止まる、如何なる事實が行爲基礎なりや

否やの實例は便宜上岩田氏の紹介に譲る、就いて看られたい

（里登議李）。行爲基礎の上から見たる事情攣更則の敷果は契約解

除権なりとせらる》も其解除の敷果は遡及敷を有せざるものと

する。工氏の行爲基礎に封する非難は内容廣きに過ぎ錯誤、鍛

疵推保　不當利得に該當する場合は勿論事情憂更の揚合にまで

及び實際上其影述を捕捉するに苦しむものがある。これはウヰ

ンドシヤィドの前提説と同一の難黒占である。固より是等各種の

事項を綜合統一して其上に或る最高原理を打樹つることも法學
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上必すしも無意義なことではないが實際適用上の便否及び適用

の確否の黙から判断せぱ斯かる考案は害あるも盆がないと、思

ふ、帥ち法制が分化して現在の如く各種の規定を生するに至れ

るは全く各場合に特殊の具髄的妥當性が要求せられた結果に外

なら沿のであるから之を再び未開の混合時代ヘー括して還元す

るは全くアナク・ニズムである。次に工氏の行爲基礎読は外形

上は黙示約款説と異なれども實質に於ては法律行爲の補充解繹

なるものを介して約款説と氣脈を通じてゐる、從て事情憂更則

を意、思解繹上より理由づけんとするものとも見られる。これ以

外の批評は他の學者の著書に一任して置く（謬果罠宅さ老豊量雫）。

　以上後登錯誤説と行爲前提説とは約款説の読明又は改造と見

るべきものにして前者は約款説の結果より遡つて法律行爲の心

理解剖に立入るものなるに反し後者は行爲の心理解剖より出登

して約款説に實質的根擦を與ヘプこる形となる。スタムペが其債

値移動に關する研究（醤銚島甕〉に於で移動の敷果を行爲の目

的に照して調節すべき各種の訴権（condic七io）を認め特に其一種

たるcOndictio　ob伽emは行爲の目的が後登的事情憂更に因り

て到達の不能又は消滅に蹄したる場合に生するものにして其訴

権の内容は各揚合に鷹じ或は取戻権となり或は解除権叉は解約

権の形をとつて現はれると読き又是等の訴権が實際與へらる、

に付ては「若し斯かる事情を豫見せしならば當事者は斯かる償

値移動をなさ）るべく且理性ある判断によるも斯かる揚合に斯



事1青i攣更の法則に就て 2■

かる領値移動をなさやりしなるべしといふ場合」なるのみなら

すr其具膿的に理性ある入が斯く爾後的に契約より脱退するこ

とを以て取引の慣習に反せすと認むべき場合」たることを要す

となすが故に（焚肇養七）氏の見解は以上二様の見解を包含し併せ

て其先駆者となれる紛と見なけれ1まなら組傍器，惣舘鴛

§犠盤〉。禽ほ事情攣更に關する學読は以上にて盆きたるにあら

すと錐も其鳥鰍圖を得る爲めにはこれ位で足りると、思ふ。これ

以上は他の研究書就中勝本氏の著書を滲照して貰ひたい。

　以上後登錯誤読は假令事惜攣更則を一個の客観的法則と認め

たる上其根擁を説明する趣旨なうとしても意思解繹的臭昧が飴

りに濃厚である、固より此種の論者は後登錯誤の結果を表意者

に瞬することが信義誠實の療則に反すといふ黙を読明する爲め

に錯誤の観念に假託するに相蓮なしと難も元來錯誤のものたる

到底意思解繹の範園を出でざるが故に之に依て偶々事情憂更則

を読明し得るものと假定しても實際之を読明し得るは唯同一事

情存績の約款なる形に於ける事情攣更則に限らる》こと》な

る。何となれば汎く事情の攣更といふときは（一）契約當時の事

情が後に攣化又は溝滅する場合と（二二）當時の事情は同一なるも

新に他の事情が追加さる》場合とを包含すべきに拘はらす（二⇒

の場合は如何にするも契約當時に遡及して當事者の意識に上る

可能性ありといふべからざるが故である。されば意思解繹はそ

の如何なる態様を採るにしても事情憂更の凡ての場合に鷹する
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芝を得ない謬である。之とは反封に行爲前提説は其範團不確定

にして誘其物としても幾多の難黙を包藏するのみならす之を以

て事情憂更則に代へんとし乃至之れが基礎観念たらしめんとす

るに至ては聯か牛刀割鶏の嫌がある。乃ち今少しく考察を局限

して專ら事情攣更則そのもの＞具膿化を期すべきであらう。

　（二）事情攣更則に附せらる』敷果

　此敷果如何は事情攣更則の本質に封する考察の異なるに從ひ

各學者各様の読を立て》ゐる。その詳細は他書に付いて見られ

たい（謬果畏望究夷豊最事）。是等諸詮は之を二種に大別し得られる。

　第一・説（漕極的事惜攣更則〉は事情攣更の敷果は債権關係の存

績を否定するに在りとする。或は債権關係は當然敷力を失ふも

のとなし、或は當事者は債椹關係を解除（遡及的に）し得るもの

とし或は叉軍に將來に向て之を解清せしめ得るものとする。獣

示約款説に從へば當然解溝説を正當とすべく且一般に事情凝更

則を以て同一事情存績の約款の意義に解すれぱ當然の解浩説を

是認することにならう。

　第二読（積極的事情墾更則）は事情i攣化するも債権關係は本則

として存績するものと爲し唯憂化せる事情と債椹關係の目的と

に照して債権關係にも攣化を生ぜしむべきものと解する、之れ

を多藪読とする。事情墾化せる爲め債権關係の存績が不當とな

り叉期待すべからざるに至るときは或は解約権（遡及数なし）を

認め或は意思表示の撤同権を認むべく然らざる限りは債権開係
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の攣更請求権を與ふべく相手方が其請求に慮ぜざるときは解約

することを得るものとする。債灌攣更請求椹の程度に付ては或

は一部解約権の如く軍に既存給付額の範園以下に之を減殺する

程度に止むべきものとする見解と更に積極的に既存の反封給付

を増額することをも是認すべしと主張するものとある。又解約

権に代へて履行拒縄権を與ふべき揚合ありと説くものもある。

　顧ふに事情攣更則は元來事情の攣更に件うて債権の敷力を適

當に調節し當事者問の利害關係を信義公卒の観念に適合する如

く改造せんとするに在るが故に法則適用の敷果は事情の如何に

依りて千差萬別なるべきは寧ろ當然である。從て初めよう事情

獲更則に附すべき数果を一定し置くは本質上合目的と謂ぷこと

を得組、故に主義としては積極的事情墾更則に賛成しなけれぱ

なら諏。然れども之と同時に既存の債椹關係をば後曇的事情の

1攣化ある毎に攣更すべきものとせんか債権關係は無限に攣轄し

て底止する所を知らす、爲めに取引の安全は著しく害せらるる

ことなきを保せす是れ法制一般の目的に反するものと謂はねば

ならの。故に此黙より見れば積極的事情攣更則は形式上相當の

制限を受けなけれぱなら譲。

　斯くし事情攣更に俘ひ債権關係を墾更せしむれば當事者の利

害と往々にして相容れざる結果を生するが故に事情攣更則その

ものは更に信義公李則に依りて調邸せらるべき筋合となる。此

織に付ては或は此法則の適用が信義公卒の観念に反すとせらる
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＞揚合には其適用を禁止すべしとなすか、或は此法則をそのま

＞適用すること＞し之れが爲め當事者問に生すべき不當の結果

に付ては更に適當に利害相殺を行はしむべしとなすか相當に研

究を要する問題とする。而して多藪読は後の方法に賛成するや

うである（醗継急捻鑑鷺撫1蘇蹄溜講）．

　　（三）事情攣更則の法律的根擦

　以上ドィツに於ける諸學読に共通の指導観念は正義、誠實、信

義、取引の慣習などの観念なれども學読の基礎に供したる民法

上の規定の何たるやに至ては見解一ならす。結局は事情獲更則

の基礎を意思解繹に求めんとするものはドィツ民法第百五十七

條に接るべきものとし之に反して非意思解繹説を探るものは第

二百四十二條に擦らんとすることにならう。エルトマンの如き

は初め意、思解繹読を採れる時代には第二百四十二條を排して民

法にては第百五十七條を商法にては第三百四十七條を以て解繹

の基礎に供してゐたやうであるが、εe鵬蟹b弐潔SO「伽n魯）後に行

爲基礎説を考ふるに及びr行爲基礎の敷果は當事者に依りて意

欲せられ又は豫見し得べきことを要件とせす、又行爲基礎は行

爲の構成要件でないと」読明する結果其読の根嬢を最近却て第

二百四＋二條の上に求むるに至つた（塗難翻．ク舛ツクマン

は事情憂更則を説明するに當り統一観念としてsyn韻agmaな

る観念を用ゐ之れに付ては第三百二十一條、第六〇一條の規定

を根接としてゐるが此観念にて説明し得ざる場合に付ては荷ほ
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第百五＋七條に依らざるを得ないとしてゐる（熱翻樹．スタ

ムペはそのcondictioof働emの理論を認むるに付き民法には一

般的根篠なし固より第三百二十三條乃至第三百二十七條等の獲

張準用に依りても或る程度まで同様の論結に達し得られざるに

非すと錐も此訴椹の主たる根篠は寧ろ自由なる法の登見（freie

lRechts伽dung）に存するものとしてゐる（隷毘齪轟鍍雫）。

　（四〉我國に於ける學読

　（イ）岩田氏は大膿ドイツのクリュックマンの流に順うて此法則

を研究してゐるがク氏の見解には必すしも從はす帥ち事情獲更

の抗辮権なるものは結局後曇的錯誤と看倣し我民法第九十五條

の準用に依りて其要件を定め得るものと断じてゐる（璽登蟹雫）。

帥ち（一）事情攣更は法律行爲の要素に關するものなることを要

する。而して其事情が果して要素なりや否やの認定は當事者の

主観に訴ふるのみならす客観的に世上一般人（善良なる管理者、

思慮あり経験あう現代思想上の問題にも一慮の辮識ある者）の

見るところにも從ふべきものとする。事情攣動の程度に付ては

形式的標準を與へ難しと錐も要するに現代一般入がその信義誠

實と考ふるところに從へば最早や法律行爲の途行を現在の當事

者に期待し難いと認むるを以て足る。（二）重大なる過失に因り

て事情攣更を豫見せざりし當事者は自から抗辮を爲すことを得

ない。（三｝此法則は讐務契約のみならす片務契約に付ても適用

がある云々。
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　顧ふに同氏の見解はクソユックマンのsyn副ag鵬読の不十分

なる黙に鑑み寧ろ同氏の事情凝化の突然性（Uebemschung）と

い瑚念鵬用し矯のであらう（隷弩螺器♂，＆）．然就も

錯誤と事情攣更との類同黙は唯倶に豫見せざりし結果を蹄せし

むるといふ一黒占に止まるのであつてそれ以上に至ては二者は全

く異なる。第一その豫見せざりし原因に於て二者は異なる、錯誤

は行爲の當時に存在せる事實に付いて存するに反し事情麺更に

在ては行爲の當時に存せし事情が後に獲化する場合と行爲の當

時に新たなる事情の追加さる、場合とがあるが倶に當事者には

行爲の當時全く意識に上らざりしものである。固より錯誤の原

因には事實の不知といふ揚合もないではないが不知を知と誤認

せるところに錯誤が存するので全ぐ判断のないところに錯誤は

あり得ない（濫，盈冒磐碁鍛）。第二にその豫見せざりし結果を當事

者に瞬せしむべからすとする理由が異なる。我民法の如く錯誤

の規定を意、恩主義に基かすものに在ては錯誤の無敷を意思の欠

敏に因る行爲の不成立といふ黒占に係らしめなければなら組、然

るに事情攣更は数果意思の欠鉄ではなくして法律敷果に封する

事後的不期待を生するのである、されば錯誤の敷果は行爲その

ものを當然無敷に騰せしむるも事情憂更に在ては行爲そのもの

には當然影響せす唯信義公李の観念に從ひ其行爲の敷力に或る

憂化を及ぼさしめんとするものにして此i攣化を認めて可なりや

否やは軍に表意者一方のみの利害を標準とするわけに往かぬの
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で相當複雑なる利害關係を較量しなければならぬ。從て論者の

如く結果の突然性が行爲の當時に在ると後に生するとは從たる

意義を有するに過ぎすとするは到底速断たるを免かれない。且

我民法錯誤の規定は種々なる黒占に於て不十分であり叉不公李で

ある、就中相手方に封して信頼利盆の賠償を與へざるは錯誤者

の利盆保護を偏重するの敏黙がある、か＞る不完全不公李なる

規定は可及的他に類推せざるを妥當と信するが故に之を漫然事

情攣更の場合に準用するは不當と信する。

　（質）勝本氏も亦岩田氏と同じく我民法中事情攣更に關する諸

種の規定を各方面よりエリミネートして嚴重に法の敏隔を尋ね

たる結果新に認むべき事情攣更の原則なるもの、適用範園を定

め之に信義公李の観念を加味して下の如き断案に到達してゐ

る。日く事情獲更の原則とは主として債権關係を襲生せしむる

法律行爲が爲されたる際に其法律行爲の環境たりし事情が法律

行爲の後其敷果完了雨に當事者の責に蹄すべからざる事由によ

り豫見し得ざる程度に攣更し其結果當初の意義に於ける法律敷

果を蚕生せしめ叉は之を存績せしむることが信義衡季の原則上

不當と認めらる、揚合に於て其法律敷果を信義衡ZFに基きてi攣

更せしむることをいふ（冥塔養）。但し以上は氏の所謂既成的意義

に於ける事情愛更の原則に關する意義であつて氏は別に立法論

上より未成的意義に於ける事情憂更則（璽畏査手）を認め法定の債

権關係に獲充適用せらる＞ものとしてゐる。
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　氏が危瞼負罐に關する第五百三十六條の規定を出登瓢の一と

なせるは看取するに難からす（募昏茜杢蓬珍雫）。蓋し同條は讐務契

約に於ける當事者双方の責に蹄すべからざる事由に因りて當事

者一方の給付が不能となれる場合に關するものにして此揚合に

は其當事者と倶に相手方も亦債務を見かるべき旨を規定してゐ

る。鼓に所謂給付の不能を客観的不能に限るべきは多言を要せ

す。依て問題となるは壁務契約に於ける當事者一方の給付が爾

後當事者讐方の責に蹄すべからざる事由に因りて客観的不能と

ならざるも爲めに主観的不能、履行の困難叉は不期待を生じた

る揚合には本條の規定に依り其債務者は衙ほ債務を免かれざる

ものと爲すべきかの瓢である。若し債務を冤かれすとすること

が信義公李の観念に反する場合は如何。勝本氏は此場合に本條

を適用すべからざるものと爲す。依て差し向き當事者の責に蹄

すべからざる事情獲更ありたる際に付き當事者一方の給付が依

然可能なる場合と給付が不能となりたる場合との問に中性を有

する給付の憂態を生する可能性を認めざるべからす而して此中

澗匠域に封しては規定がないことになる，、事情礎更の原則はこ

の中問匿域に於ける法の歓隔を補充する爲めに存すべきもので

ある。斯様な出登黙から勝本氏は其原則を引出してi來たやうに

考へられる。尤も給付不能の観念を如何に定めて分類すべきか

は從來議論あリクソユ。マン等は所謂主観的不能の観念を斥けて

之に代ふるに履行の困難叉は不期待なる實質上正しき観念を以
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てし債務者は重要なる自己利盆の抗郷こ依りて履行を拒絶し得

るものとの主張をしてゐたものであるが、此見解が危陰負搬の

規定と結びついて事情憂更の原則を産み出すに至るべきは考察

上自然の、思潮であつて勝本氏も恐らく此潮流に乗つたのでなか

らうかと、思ふ。勝本氏が事情墾更の療則の基礎観念として信義

衡李の原則を採用せるは（騒酔）此原則が客観的法則にして意

思解繹上の問題でないとする織に鷹はしい見地であるが同時に

氏は此原則が心理上にも十分な根擦あることを忘れす此方面か

らも此法則の基礎を求め環境酌量（璽袋蟹雫）及び漕在的行爲意思

（璽登買雫）なる観念を作り之を以て意思表示解繹問題より見たる

事情攣更の原則の基礎観念としてゐる。更に氏の所謂未成的意

義に於ける事情攣更則に付ては意思主義を離れ別に法の合目的

性といふ黙に其基礎を求めてゐる（異貰蟹奈）。

　岩田氏は事情攣更の抗辮と名づけたるに封し勝本氏は事情i攣

更の原則と名づけてゐる、如何に此法則を奪重してゐるかの氣

構が判かるであらう。氏の提供した此法則の意義も亦普遍的な

構成を有し一見原則たるに恥じざる外観を備へてゐる。しかし

私の見るところに依れば氏の提案は汎く事情墾更則なるもの》

概念を與へんとする鮎に於ては首肯出來るが一個の實用的法則

として見るときは柳か亡羊の歎を登せしめはしないか、氏は頻

りに此法則の猫自性を主張せられるけれど（豊蚤雫）斯かる廣汎な

構成を以てしては結局信義公李の原則に吸牧せられて了つてそ
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の濁自的規範性を失ふに至ら露であらうか。私はクリュゥクマソ

の試みた此法則の取扱方即ち大膿各揚合を癌別して具膿的に此

法則の療理を探究する方法を萬全のものとは考へないが若し實

用といふ織から見れば寧ろ此方法の方が優れてゐるやうに、思

ふ。試みに勝氏本の與へた事情憂更則の内容に付いて私見の一

端を述べて見やう。氏は原則の積極的要件として五の事項を掲

げてゐるがその第一の要件として事情の憂更あうしことを學げ

てゐる。鼓に事情とは當事者が法律行爲を爲したる際に其行爲

の環境たりし一切の情況をいふ。果して然らば如何なる情況を

酌量さるべきか。氏は環境的酷量を読けども酌量の標準を明示

してゐない。氏に依れば事情は行爲當時客観的に存する環境

にして無意識的に外形上自由なる意思に織込まるものといふ

（厘昏賢）。當事者既に無意識なりとせば意思解繹に依りて之を酔

量するに由なきは明かなるが故に結局はエノソトマン等の好んで

口にする法律行爲の補充解繹に依りて漕在的行爲意思（實は塀

制〉を酌量するか又は一般に其法律行爲の目的に照して之れと

情況との問に客観的因果關係を辿るかの外に途なく而かも斯く

ては事情酌量にも結局信義公季の原則が唯一の標尺となること

＞なり特に事情憂更の療則なるもの＞濁自性を認め難きことに

なるではないか。されば濁自性といふことを此法則そのもの＞

濁自性と見す此法則が適用さる、揚合の濁自性換言せば現存の

法則では解決がつかない場合といふことにすれぱ格別の差支へ
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もあるまいが同時に此法則の濁自性といふ織から見れぱ亦格別

の意義がなくなつて了ふ。されぱとて全然意、思解繹を離れて情

況を酷量することにすれば法律行爲の本質を破壊し法定の債権

關係との匠別を撤去して了ふことになる。

　次に事情攣更の程度も問題となる。氏も亦例へば経濟的事情

に在ては當事者が事情攣更に因り破滅に陥る程度を要せすとて

溝極的標準を示すと雛も積極的にその程度を示さす、依てこれ

亦結局その事情鍵更の下に於て當初の債権關係を登生叉は存綾

せしむることが信義公季の原則上不當とせらる》底の漿更とい

ふこと＞なる。さすれば問題の焦黙は事情憂更の程度に非すし

て獲更の種類内容（Art　undlnh＆1七der　Ueberrasc五u盈g．K瞥魏11n〉

に在り唯事情の激憂は多藪の場合に於て亦信義公李上不當の敷

果を生ぜしむる種類の攣化に属すといふに過ぎない。果して然

らば盆々以て事情愛更則が信義公李則に吸牧さる＞ことになり

はしないか。荷ほ氏が讐務契約に於ける雨債務の比率の存績を

以て弦にいふ一の事情とするは恐らく誤解であらう、蓋し比奉

は他の事情のi攣化に因りて影響を受くるものにして事情そのも

のではないからである。

　氏は斯かる事情は當事者讐方に共通なるを原則とすといふ

（響些董）。共通といふ意義明自ならざるも假りに若し其事情が行

爲に附する意義の共通といふ意味に解せば事實に反する、蓋し

債権關係の爾端に立つ當事着は原則として利盆相封の地位に在
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るが故に同一の環境に付ても勢ひ異なる意義を戚すべきであ

る。同一の理由に因り同一の事情墾更あるも當事者には必すし

も共通の敷果を生ぜざるものとしなければなら露。例へば前掲

事案第一に於て贈與契約の基礎となれる環境は甲の富豪なる事

情と乙の貧乏なる事情とする而して甲の事情は憂化したるも乙

の事情は更に獲化しない何故に甲の事情に限ゆて之を酷量し乙

の事情を考察に入れないのか。乃ち事情の共通といふことは必

すしも決定的にあらす最後の決定は之を信義公李の観念に仰が

ざるを得なくなる。貨幣の下落に因る所謂増値問題に在ては事

情及び其憂更の共通が基礎となるも他の揚合に在ては事情が當

事者に於ける意義は極めて複雑であつて簡短に片づけるわけに

往かない。私は此黙に於ても増値問題を事情攣更則より匿別し

て考察する必要ありとする。

　氏は事情i攣更則を以て專ら履行不能と其可能との中間匠域を

取扱ふものとする結果例へば権利行使の不能に付ては此法則の

適用なしと断じてゐる（璽蚤蚕染〉。債梅行使の不能の結果債梅者

遅滞に陥るべき場合に付ては規定（四一三條）あるが故に格段の

困難を生ぜざるべしと難も然らざる揚合に付ては我民法上之を

適當に庭理し得る規定を敏ぐ。氏は此場合に於ける債権行使の

不能も亦不能であるといふ理由を以て事情愛更則の適用外に置

いてゐるが（囲昏養）聯か速断に矢するやうである。債棲行使の不

能が必すしも履行不能でないことは勿論であつて叉常に必すし
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も債権者の受領逞滞とならざることも明かである（後出〉。氏も

亦此織を承認しながら、それが軍に不能であるといふ理由で以

て此法則適用から除外するは妥當であるまい。固より氏は権利

行使の困難、受領の困難に付ては此法則を適用し得る可能性を

認めてゐるが、之を権利行使の不能の場合と匿別すべき積極的

理由ありや否や理解するに苦しむのである。此事は前掲事案第

三に付いて學げたる類似の事例と滲照せられんことを希ふ。

　最後に枝葉の黙ではあるが氏は事情の攣化が當事者の責に離

すべからざる事由に因りて生じたることを必要としてゐる。而

して鼓に當事者の責に靡すべからざる事由といふのは其中より

第三者の遇失に由る事由を除外したる其他の場合即ち氏の所謂

絶封不可抗力と稗するもののみを意味するものとしてゐる、不

可抗力といふ意義は法律の規定上使用の場合に依て必すしも同

一の内容を有せす從て之を氏の如くに定義することは自膿非議

すべき何ものも有しないが所謂絶封的不可抗力として地震、洪

水等の天災其他職争・政攣・経濟的憂動を暴ぐるは（更垂養）大膿

に於て正當なりといふに止まり未だ鑑くさ“るものがあるやう

である。例へぱ當事者の一身に關する事由（疾病、親族の死亡、

入螢など）の如きは上の事例に照せぱ絶封的不可抗力と見るべ

からざるが如しと錐も荷ほ信義公卒の槻念上等しく事情菱更の

中に加ふるを妥當とする場合がないであらうか。

　要するに勝本氏が事情憂更の療則として提出したる法則の内
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容は法則そのものといふよりは寧ろ法則の輪廓又は法則適用の

場合を指示さる、ものにして此法則を實際に適用するに付き必

要なる具膿的指導観念を與ふる上に於て足らざるものがある。

蓋し此法則の存在理由が結局信義公卒の原則の要求に在ること

は多言を要せすと錐も筍しくも信義公季の療則より分化したる

一個の規範たらしめんが爲めには少くとも信義公李の原則が事

情愛更を理由として如何なる意義にて働くかの具膿的観念を示

さなけれぱ法則の濁自性は失はれて了ふであらう。例へば豫見

し得ざりし事情憂更ありたるときは何故に信義公李の原則の登

動が要求せらる、やといふ前提的指導観念の必要が戚ぜられる

のである（クリュックマンは汎くsynallagmaといふ観念を以て斯

かる前提的指導観念としてゐる）。若し然らすして軍に事情愛更

の結果當初の債権關係を登生叉は存績せしむることが信義公季

の厘則上不當とせらるる場合に之を信義公季の原則に訴へて憂

更するものであるといふだけでは全く自明の理法を宣明せるに

蓮ぎすして何の奇もなくなるではないか。クヰンドシヤィドの

前提説乃至エルトマンの行爲基礎読、スタムペのcondictioob

£nemなど説そのものとしては幾多の敏黙もあるが事情憂更の

爲め具膿的指導観念を提供せんとした努力は之を認めなければ

なるまい。

第四　事情攣更則に關する方法論と



事’唐憂更の法則に就て 35

我民法、Lの根擦

　夫れ契約は守らざるべからす（：露cta　sunt　ser鴨n面〉とは債梅

弦を一貫する法則の一である。鼓に所謂契約なるもの、内容は

r取引の慣習に顧慮したる信義誠實が要求する如く」に解繹決定

すべきものとし（蕪農張致篠）斯くして決定されたる契約の内容

は更にr取引の慣習に顧慮したる信義誠實が要求する如く』に履

行されなければなら蹟（難畏三篠三蟻）。契約の解繹は契約の當時を

標準となすべく債務の履行方法は履行當時を以て標準となし

（四八三條参照）信義公李則に依て解繹決定すべきは勿論であ

る。我民法には契約の解繹に付いては直接の明文なしと錐も亦

同様に解すべきは多言を要せす、債務の履行に付ては略ぼ同様

の明文がある（四一五條、四九三條）。以上は契約嚴守の法則を

如何に取扱ふべきかを債務者側より見たるものなるが更に債権

．者側より見るも亦之と異なるの理なく帥ち債権者とても亦取引

の慣習に照し信義誠實の許す如くに其債灌を行使すべきは當然

である（些塁丁藷罠璽榛）。蓋し債権に付ても権利の濫用を許すべか

らざればなり（蓮畏圭墜柔覆）。斯くして債灌法には契約嚴守の法則

乏倶に亦信義公李の原則が一貫する法則の一となる。

　契約嚴守則は信義公李則と相饗立する二大原則なりや否や。

或は前者は當然後者を包含するや。換言せぱ契約嚴守といふは

第一段に於て信義公李則を以て契約の内容及び履行の方法を要
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當に調節したる後第二段に於て始めて實行さるべきものにあら

ざるや否や。此織は沿革上多少議論の鯨地がある。蛋き形式訴

訟主義の下に於ては奮來の嚴格法（捌ctioneS　S七ric七i　luris）に拮抗

して衡季法（＆ctiones　bon＆e飼ei）カ∫生じ前者は赤裸々なる契約

嚴守則を代表し後者は之を潤色調和すべき信義公李則に相當し

その當時に於ては前者を以つて原則とし後者を以て唯その例外

叉は補則となし前者の苛酷を寛和し又は其鉄漏を補充すべきも

のと見られてゐた。これ・一マ法イギソス法其他各國法制の登

達史上均しく見るところであつて此封立を是認したる基礎観念

はSUmmum　Jus，saepe　sumn1雄nluri我（正義に過ぎたるは屡々不

正義となる）といふに在つた。然れども近世法殊に財産法は本

質上衡季法にして就中債権法は當然信義公李則の上に立脚する

ものとせらる、が故に契約嚴守則と信義公李則とは外形上正文

と補則との観を呈すと雛も二者の匿別は全く立法上の便宜問題

たるに止まり法の内容に於ては正文と補則とを綜合したるとこ

ろに其興意が見出さるべきものとする、例へばスヰス民法土地

所有権の内容に關する第六百六十七條の規定は箪凋に存するに

はあらすして同法第二條一項及び二項の規定と倶に適用せらる

、に因り始めて土地所有権の眞相を登揮すべきが如し、債権法

に於ける各規定に付ても亦之と異なるところはない。我民法に

は棲利の濫用又は信義公李則に關して明文なしと錐も是れ當然

言ぷを待沈ざるものとする爲めなるが故に各佃の債梅法上の規
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定を解繹適用するに當ては當然亦是等の法則が加味せられ居る

ものと考へなければなら漁。

　斯くして契約（一般法律行爲に付き亦同じ）の取扱には其内容

の解繹に關する方面と其債務の履行に關する方面との二を研究

する必要が生する、而してこの爾方面に亘りて信義公季則が適

用さるべきことは法律上十分に根擦があるものと謂ひ得る。今

事情憂更則に付ても問題を二段に別ち第一段に於ては契約の本

旨を信義公李則に依りて妥當に解繹し以て可及的事情墾更に鷹

じたる契約の趣旨を登見するに在り更に第二段に於ては債務の

履行に付いて信義公季則を適用し以て債椹關係の敷力を妥當な

らしむるに在りとする。前者は本質上意思解繹の問題に属する

に反し後者は法律登見に關する問題に囑する。事情墾更則の研

究に封する方法論は以上二方面より成立つものと考へる（義墨盈

驚Si∋響肌）．

　第一　法律行爲の補充解羅　　は大膿二の假定から出曇する

やうに思ふ。第一の假定は人問は別段の意、思表示なき限り通常

人の欲する如くに行動するといふことである。通常入の欲する

如くにといふは要するに杜會の通念に從ひ信義公李則の要求す

る如くにといふと同一一である。第二の假定は法律の補充規定も

第一の假定の上に立つものなれども具膿的揚合に饗しては未だ

審くさいるものあ弧その霊くさいるものに付ては第一の假定

に依りて解繹上適宜に補充さるべきものとすることである。第
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一の假定に付ては多少考案の方法從て言ひ表はし方に相異なき

にあらざれども一般にその趣旨は正當と認められるところであ

る。之に反して第二の假定に至ては多少の異見がある。或は法

律行爲の解繹は意思表示の存する限りに於て認めらるべきもの

にして、筍しくも意思表示の敏げ沈る場合に付ては直に補充規

定を適用すべきものにして其問亦解繹を容る＞鯨地なしといふ

ものがある。我民法の規定に依れば當事者が別段の意、思表示を

爲したるときは其意思に從ふとあるが故に（九一條）一見この見

解を是認すべきが如くなるも必すしも然らす、蓋し法文は同時

に當事者が別段の意思を表示せざる限り法律の規定に從ふとは

言はざるのみならす本條の眞意は寧ろ當事者の有せし別段の敷

果意、思を卑重するに在るが故に此主旨を推演せば荷しくも當事

者に別段の意思ありしことが合理的に推知せらる＞限り之をも

奪重し以て補充規定に優先せしむるを姜當と信するのである。

固より此黙の見解に付ては二檬の庭別を立て得るのであつて、

即ち其一は法律行爲そのものを解繹に依て補充すべしといふも

の、其二は補充規定そのものを解繹に依て補充すべしといふも

の帥ちこれである。後者の見解に依れば特に前者を必要とせ

す。然れども私は此鮎に付てのみは寧ろダンツの見解に從ひ法

律行爲を具膿的法規と見（酪聰A“曲9㎝9’〉前者の見解に賛成ぜん

とするのである。我民法第九十二條に依れば慣習を適用するに

は當事者に於て特に之に依るべき意思ありと認むべきことを要
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する、果して然らば償習ほどの敷力なき一般の事情に付ては盆

々然らざるを得す從て當事者に別段の定めなかりしときは勿論

補充規定に依るべきものと解されるやうである、しかし第九十

二條の規定は今日解繹上當事者に於て慣習に依らざる意思表示

なきときは本則として其慣習に依る意思ありと認むべきものと

せられるのであつて（勢婁藏奏嚢薩舅羨六）慣習の敷力は補充規定に

優先するものとせられてゐる。或る有力なる説に依れば慣習は

唯表示を補充する敷力あるに過ぎす從て當事者は少くとも慣習

に依る意思ありたることを要する、軍に當事者に於て慣習に依

らざる旨の表示あるを以ては足ら露。乃ち當事者は慣習に依る

意思を有したるも便宜の爲め叉は自明の故を以て特に之れに依

るの表示を爲さ）りし場合に限り慣習に從ふべきものとする

（畿識器筆101）。假に此見解に從ふことにしても少くとも當事

者が通常有すべき意思を有せるは、事理明白なるが故に特に之

を表示せざりしものと認むべき事情存する場合には解繹上之を

補充するを妨げざる筈である。而して「通常人の爲す行動」は「特

別の慣習」以上に有力なる行爲の規範と認めらるべきが故に特

別の慣習又は反封の意思表示の存せざる限り當事者は斯かる意

鴻思ありと認むべきではあるまいカ）。

　之を實際に徴するに或る法律行爲を構成せる意思表示は其行

爲の目的から見て不足の場合が多い是れ法律が補充規定を設け

たる所以である、叉或る法律行爲に在ては之を構成する各個の



40 事情憂更の法則に就て

意、思表示を綜合しても其行爲の全旨趣を代表：しない場合があ

る。帥ち極端に言へば或る法律行爲を構成する意、恩表示の総計

は客槻的に判断して必すしも其行爲の全旨趣に相鷹するもので

ない。斯かる實情に庭しては必すや法律行爲の補充解鐸に依り

て其行爲の眞趣を登見するに努めなければなら鍛。學者が或は

契約の目的の探究といひ叉環境酷量に依うて漕在的行爲意思を

登見するといふのも亦結局同一の趣旨だと考へる。

　法律行爲の補充解繹は如何なる範園及び程度に之を許すべき

かは相當困難なる問題である（象慧繊鵬R霧叢o「（inun轡）。今事情愛

更則を標準として其要件を略示せば下の如くになるであらう。

帥ち積極的要件としては其種類の法律行爲に付いて通常必要と

せらる＞事項であること、例へば目的を欲したる者は亦その手

段をも欲す（叢蓋de3iま際義，醗i1㌔灘曽）といふが如く當事者が特に其

黙に付て意思表示を爲さりゃしは事物の性質上通常當然にして

言ふを待たすと考へたるものたることを要する。其種類の法律

行爲といふが故に既存の意、思表示を通じて其行爲の目的少くと

も、敷果意、思の方向だけは當事者双方に認識さるべきは明かで

ある又斯かる行爲に通常必要とせらる、事項といふが故に筍し

くも反封の意思表示の存せざる限りは當事者双方とも之を豫期

したるものと認むべき正當の理由がある。從て此庭の判断は客

観的標準に依るべきは當然にして精言せば其法律行爲を構成す

る凡ての意思表示を綜合して之を解繹の基本とし肚會の通念に
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訴へて荷ほ必要とすべき事項を補充するに外なら組。故に例へ

ば我民法第五百六十六條等に所謂r契約を爲したる目的」の如き

は買主の主観的見地が客観的に認められ得るを以て必要且十分

なりと解せられ相手方即ち費主に知られたることを必要とせざ

るが故に鮫にいふ要件に適合せす從て補充解繹に依りて補充す

ることを得ざるものと信する。されば法律行爲の補充解繹の潰

極的要件としては第一に當事者に反封の意思表示あるとき、第

二に行爲の當時軍に當事者の一方のみに認識せられて相手方に

其認識を強ふることが信義の原則に反するものなるときであつ

て此等の場合には補充解繹を許さ）るものと信する。或は汎く

行爲の目的を標準となし當事者が若し當初特に定めざりし鮎を

認識し叉は考量せしならば其黙を定めたるべしといひ得るもの

は解繹に依て補充するを妨げすと爲す（9鎮霊雪㍉譜噌＆8「d搬9窪）斯

くの如き事後的判断も別に客観的標準を加味する意味ならば固

よう正當である。要するに法律行爲の補充解繹は事實認定の問

題に關するが故に裁判上審級を論する場合には事實審の管轄に

鵬すべきものとする。是れ後述法規の補充解繹と異なる黙であ

る。

　今前掲事案第一に付て見るに甲乙問の贈與契約には甲の爲め

にも亦乙の爲めにも何等別段の定めなきが敏に此契約には甲の

資産駅態が同一に存績するならばといふ解繹條件が附せられた

るものと解するを至當とする。何となれぱ大凡贈與ば財産の無
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償供與なるが故に別段の意思表示の存せざる限りは甲の資力に

十分飴裕あるときにあらざれぱ之を爲さvることは肚會の通念

に照し通常當然の事に属し特に言明するを要せざるところであ

る。固より例へば特に乙が或る登明を爲し叉は或る目的を達す

るに付き必要なる資金を補給する爲めに贈與を爲すものにして

甲の資力如何が軍に從たる問題とせらる、事情あるときは補充

解繹に依りて斯くの如き解除條件を追加すべきものでない。斯

かる特別なる目的は當初當事者問に特別の意思表示（明示又は

黙示）に依りて定められなければなら露。さはなくして軍に受

贈者乙に於て主槻的に目論み又は後日甲の同意なくして軍濁に

之を設定するも何等の敷なしと解すべきである。

　岩田毘（互雫頁）が紹介して居る戦孚と賃貸借との關係を主題と

する各事案も亦以上の如くに補充解繹に依りても解決をつけ得

るものと思ふ。例へぱ敵軍の侵入に因る貸家の使用不能、軍事

命令に因る轄居禁止、保養客と軍の立退命令、借自動車の軍事

徴登、戦時規則に因る賃借舞踏場の使用禁止、戦時規則に因る酒

揚カフェーの時問短縮などは實際の事案に於て特殊の附帯事情

がある爲め固より一般的に論断し去るわけにも往くまいが軍に

紹介されたるま＞の事實に基いて判断すれぱ是等は賃借の建物

に付いて一般の目的を以てする居佳又は特殊の目的（夜商責）を

以てする使用方法の可能といふことが通常契約の前提となつて

ゐる、この一般的乃至特殊の使用目的といふのは賃借建物に付
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いて客観的に決定せらる、ものにして賃借人一身の事故に關係

するものでない、精言せば舞踏場の賃貸借に付ては通常舞踏螢

業が許可さる＞ことを前提とするは當然にして特に螢業の禁止

なき限りなど》條件を附するに及ぼすとせらる＞ものである、

帥ち事理當然の事柄に付ては寧ろ之に反する場合に限りてこそ

特別の定めを爲すを通例となすべきものにして賃貸入は此自明

の條理に反して契約上の権利を主張するは菅にr契約の文言を

信義に反して悪用せんとする」（櫨段1器礁畿職欝．，，五、1、

§1験6）のみならす全く没常識と評せざるを得ない。之に反して

作曲家の借家と清燈命令（窒騰）事件に在ては作曲といふ賃借人

一身上の目的が浴燈命令と相容れざるものなるが故に以上と同

様に論するを得す唯契約上作曲の爲めといふ約款を附したる場

合にあらざれば解約の理由なしと論ぜざるを得まい。荷ほ以上

の如き事案を論するに賃借物のi暇疵を以てするは固より正當で

ない（婁畏塁賑）。

　法律行爲の補充解繹は法律行爲即ち法律事實を取扱ふものな

るが故に行爲當時の事情に限り解鐸に依りて補充せらるべきは

當然である。從て行爲の後に至て新に追加されたる事情は補充

解繹に於て取扱ふべきものでない。此故に補充解繹に依りて解

決し得るは唯同一事情存績の約款といふ意義に於ける事情i攣更

則に限定さる》ものにして此鮎に於て補充解繹は十全の方法と

いふことを得ない。しかし徒らに十全を期するのみにして荘寛



44 事情憂更の1法則に就て

捕捉するに苦しむが如き原則を按出するよりは實際上優れてゐ

ると思ふ。要するに法律行爲の補充解繹は事情攣更の有無に關

せす當然附加せらるべき條款を補充するものにして唯事情鍵更

に因りて偶々之を補充する必要が威ぜらる、に外なら膿。此黙

は他の反封の事例に依りて一層明瞭にすることが出來る。即ち

例へべ甲は臼米百石を金四百五十圓にて買入れんと欲し誤て金

五百四十圓として契約したるに其履行前米債下落の爲め百石四

百圓となりたりとせば甲は荷ほ錯誤を理由として契約の無敷を

主張し得るやといふに之を否定するを妥當としなければなら

ぬ。何となれば甲は元來百石四百五十圓にて買入れんとしたる

ものなるが故に此憤格にては契約を爲す意思ありしこと明かで

ある。さすれぱ後日米憤が下落したりとするも此事情の鍵化の

爲め一且確定したる契約の目的を二三にすることを許さ）るを

姜當とする（跳e叢欝菟㌧馨醤ε匙監騨辛）。帥ち甲に若し錯誤

なかりしものとせば其債格にて買入る、意思なりしことは取引

の通念に照し當然自明の事に麗し後日の事情愛更の有無に關せ

ざるものとする。我民法が申込に條件を附し其他憂更を加へて

爲したる承諾を以て新たなる申込と看倣し（五二八條）叉は隔

地者に勤する意思表示は表意者が其通知を嚢したる後に死亡し

叉は能力を失ふも爲めに其敷力を妨げらる、二となし（九七條

二項）とせるも亦同一の理由である。

　第二　法律の護見　　に關する一般的見解、殊にそれと自由
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法説との關係などに付ては弦に贅する蓬がない（訣n61賢盈￥鵠珪

叢）o事情攣更則に属すべき分野に付ては我民法上の敏隔を認め

なければなら濾とせば此法則の樹立にも亦法律登見なる手段を

用ゆべきは當然である。然れども此　貼に付ては下の諸鮎を考量

に入れなければなら躍。

　（一）権利濫罵の観念　　今若し「各人は其権利を行使し及び

其義務を履行するに付ては信義誠實に從て行動しなければなら

澱」（些榛）といふ原則を是認するものとせば同一の理由に因う

r凡べて法規の敷力は信義誠實に從て生ぜしめなけれぱならぬ」

といふ原則をも亦容認しなければならぬ。試みに耀利に付て見

るに或る権利は法律の規定に依りて生するも之を其儘に行使す

ることが偶々信義公季の観念に反する場合には其行使の方法を

制限するか又は行使をも禁止しなければなら漁、今之を静學的

に見れば権利の存在と其行使とは別個の観念に属すべしと錐も

若し之を動學的に見れば二者は蹄一するものにして帥ち行使の

制限ある権利はそれだけ存在が制限せられ行使が禁じられるも

のは途に椹利そのものが滑滅することになる、我民法上自然債

務なるもの、存否に付ては議論があるけれども私は此意味に於

て之を否認する一理由に考へてゐる。斯くして抽象的法規の定

めたる抽象的権利は具膿的事實に適用さるるに當り特殊の事情

に制約せられて弦に具膿的椹利を生する而して具禮的椹利の内

容は必すしも常に抽象．的権利のそれとは同一でないことにな
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る。例へぱ或る書家に封して山水の揮毫を請求し得べき揚合に

其履行期の切迫せる際書家が右腕を挫折したるときはその全沿

するまでは講求を爲すを得す叉全治の見込なきときは請求権は

消滅に騰するが如くである、帥ち等しく山水の揮毫請求権にて

も當事者の特殊の事情に依りて制約せられて其行使叉は存在の

上に影響を受くべきものとする。前にも蓮べたる如く凡べて抽

象的法規には其適用の敷果を信義公李の観念を以て調節すべき

規定が内在するものにして裁判官は職権に依り斯かる調笛をな

すべきものと信するのである。事情攣更則に關する事案の中或

るものは権利濫用といふ法則に依りて解決し得るものにして此

黒占に於ては特に法律襲見を必要としないのである。

　（二）信義と取引の通念　　とは條理の指導観念である。此黙

は格別の議論なしと錐も信義と取引の通念（慣習）との關係に至

ては議論少なからす。或は汎く信義にのみ依るべしとする、是

れ蕾時のexceptio　doli　gener乱1isを今日にも一・般に適用ありと

するものであるが（盈盤識装哩聖巻。誌，器空c齢）汎きに矢するの

で或は反封に極めてi狭く軍に契約上の信義（Vertragstreue）のみ

に限らんとする（聾ne駿ろ磐c瓦轟蟹）。　叉信義と取引の通念とを

併用する説にも二者の優劣に付き孚がある、一説は信義を先に

し（臨器器舞罵§鑑）他の説は信義に從ふことがやがて叉取引の通

念に從論のとする（蹄、、翻濃n謡甥．結局信義と取引の

通念なる観念に附する意義の相異に座するものにして結果に於
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ては大差がない。私は二者の關係を下の如くに見てゐる。帥ち

取引の慣習又通念にも亦我法例條二條の制限の準用がある、此

制限内に於ては取引の慣習は信義に先立つべきものとする。故

に或る取引上の通念に從ふことy一般の信義に從ぶこと、が矛

盾する場合には前者に依て決すべきものとする。例へぱ投機取

引御商などに付ては各特殊の通念がある、若し是等に關する事

項に付き信義を論すべくんぱ其特殊の取引の慣習に基いて解決

をつけなければなら鳳。若し取引の慣習が異なる場合には其事

項に關係最も多き慣習に依るべきである。特別の慣習なきとき

記糖欝搬の慣例に依るの外なし（蹄盤鯉鴇、搬）．

今問題となれる事項に付き特別の取引の通念あうて特に事情鍵

更を顧慮せざる場合には假令一般には信義に反するときと雌も

其事情愛更を酌量すべき限りでない。唯その取引の慣習が公序

良俗に反するときは絶封に排斥すべきものとする。

　（三〉信義と公卒　　とは互に調節せねばなら阻。二者の匿別

に付ては定説がない僅騒蜜雫）。私は下の如くに解する。帥ち

信義は當事者が相手方に封する揚合に正義の観念が要求するも

のなるに反し公卒は第三者から當事者双方を判断したるときに

生する正義の観念である。故に二者は等しく正義に依て統一せ

らる＞観念なりと錐も各其職能を異にしてゐる。概しで言へば

信義は静的取引の安全を封象とし公李は動的取引の安全を封象

とする。例へぱ心裡留保、表見代理に關する相手方保護の規定
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は信義の観念に出でたるに封し過失又は悪意を保護せざるは公

季の要求に出てゐる。

　事情憂更則の基本観念は要するに事情の養化に因りて當事者

の一方が陥れる不測の地位を救濟せんとするに存する、換言せ

ば相手方が此不測の地位に乗すのは不當であるといふに外なら

露。是れ信義の要求である。然るに事情攣更則の至難とする黙

は此法則を適用する結果、相手方をして反て亦不測の地位に投

し爲めに取引の安全を害する虞あることである。是れ公卒の要

求に出づ。蓋し等しく是れ客観的事情の攣更であるに拘はらす

當事者の一方のみに特に保護を與ふるは公季の観念に反するか

らである。今事情鍵更に因りて累を受くる當事者に付て見れぱ

その全く豫期する能はざりし地位に陥りたるものにして之を反

面よb見れば其信頼に反する地位に投ぜられし結果となる。r・

般に或る人の信頼に反して権利を主張することは信義の原則上

許すべからざるものなれども民法は斯くの如き一般の形に於て

は信義の要求を認めす、別に公卒の観念に依り當事者の事情を

顧慮して適宜の制限を加ふるを常とする。便宜上三織より之を

要約して見たい。

　第一・、當事者の一方が相手方の信頼に或る原因を與くたる場

合には相手方の信頼を破ることを得ざるものとする、例へば心

裡留保（九三條本文）表見代理（一〇九條以下）の如し。英法の禁

反言の法則（est・ppel）は此趣旨を極めて大膿に認め大陸諸國の
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民法を凌駕せるの観がある（認認翫、臨臨謡。

　第二、當事者の一方が信頼するに付き過失ありたる場合には

特に之を保護しない（九三條但書、九五條二項、一〇〇條但書、

一九二條其他）。これ等はいづれも信頼の債値なしとした爲めで

ある。

　第三、當事者双方ともに原因を與へす亦過失もなくして或る

事實に信頼したる揚合には双方の信頼は同一の條件の下に立つ

が故に法律は條理に從て自由に取捨を決して居る。例へぱ錯誤

に付ては錯誤者の爲めに其行爲を無敷ならしめ又責主の罐保責

任に付ては有償契約の本旨に從ひ買主に救潜梅を與へてゐる

（五六一條以下〉。衙ほ第百九十二條の場合に於て善意の取得者

に過失ありたるときも實は此場合と同一に論するのが正當かも

知れない。

　この第三の場合が又事情憂更の場合と同一の事情を有する。

蓋し事情の鍵化あるべきことに付ては當事者双方ともに原因を

與へたるにあらざるは勿論之を豫見せさ乃しに付き倶に遍失な

かりし場合多きが故に當事者双方ともに事情の憂化なきことに

封して信頼を有せし事情は共通であつて其問に甲乙がない、果

して然らば法律上條理に訴へて當事者問の利害關係を適宜に虜

理することは必すしも不可としないわけになる。唯事情憂更に

俘ふ一の特色は事柄が後癸的であつて以上例示した揚合とは自

から異なる事情の存する黙である。然れども此黙を更に第五百
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三十六條一項の場合と比較するに本條の場合に於ても法律は當

事者双方の地位を同等に取扱ひ專ら雛務契約の本質に照して條

理の上より問題を解決してゐるのである。

　（四）信義公畢則に基く指導観念　　夫れ斯くの如し然らば今

事情攣更の際に於ける當事者双方の地位を李等なbと見て其問

の利害關係を調節するに當り條理は如何なる指導観念を與ふる

であらうか。

　（イ）各當事者は當初豫見し得べかりし以上の権利を有せす又

義務を負ふべきものでない（さ離m§肝2－2）。當事者の一方が豫見

し得べかりし以上の義務を負ふべからすといふのは反言せば相

手方は之れ以上の請求を爲すことを得すといふことで即ち信義

の槻念に基く。之に反して相手方も亦豫見し得べかりし以上の

灌利を有せすといふはこの程度範園内に於ては権利を失ふべか

らすといふことで帥ち公李の観念に基くのである。換言せぱ當

事者双方ともに事情凝更に因りて實質上何等の影響を受くべか

らすといふことに蹄着するのである。鼓に實質上何等の影響を

受くべからすといふは取引の通念及び條理に照してのことであ

る、從て普通の商機其他當事者が取引の通念に依り豫見し得べ

き偶然の利得損失は之を除外すべきこと多言を要しない。思ふ

に事情攣化そのものを原因とする當事者一方の利得は債務の本

旨に照して實質上不當利得と見なけれぱなら濾（勢蟹鍔盟義豊窮1）

赦に若し之れが請求を許すものとせば相手方は豫期以上の義務
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を負捲すること、なり實質上不當の損矢を招く。從て當事者問

の利害關係の調節を謀る爲めには各當事者をして事情憂更の累

を受けしめざるに在りとせねばなら露。試みに前掲事案第二に

付て言へば一瓶に付き約定憤格五圓に税金六圓を加算したる金

十一圓を以て引渡憤格となすべく買主は亦此債格を以て引渡を

請求し得るものとせざるべからす、責主は軍に事情攣更の故を

以て直ちに契約を解除し得べきものでない。蓋し税金六圓は此

場合全く事情攣更のみに因りて生ぜる結果なるが故に之を取引

より除外して考へなければなら譲からである。衙ほ此法則の適

用に當て注意すべきことは當事者の一方が事情憂更の爲め不測

の損失を招くと錐も相手方は當初豫見し得べかりし利得を奪は

れざる黙である、例へば期問の定めある雇傭契約其他に於て雇

主は事情灘更の爲め豫定の事業を爲し得ざるに至り契約を解除

し得べき場合にても勢務者は爲めに當初定めたる雇傭期間に封

する賃金を請求するの椹利を失はざるべく爲めに雇主則が財政

上破滅を招くに至るも已むを得ざるものとする。此法則の適用

上最も問題となるは事情攣更に因て影響を受けたる契約以外の

，事由に基いて相手方が契約の當時尽は其後事情i攣更あるまでに

豫期しねる利盆…に關しての塵置である。是等の利盆は事情攣更

に因り豫期したるより以上の利得と見るべからざるが故に矢は

るべき理由なしと考へる。以上の如くなるが故に前示の法則は

雅極めて稀なる揚合の外は十分に敷用を登揮することを得な
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い。再言せば事情の愛化に因りて當事者の一方が豫期すべかり

しものを失へるに引替へ相手方が豫期に反して之を利得したる

揚合にその利得と損失との織に付てのみ此法則の適用を見るも

のとする。

　（・）當事者の給付義務が相封立する場合に於て相手方の給付

が期待し得ざるに至るときは自己の先づ爲すべき給付を拒むこ

とを得べ瀦のとするく離鑑鎌瓢“）。

　此法則に付ては我民法に基本となるべき規定がないであらう

か。試みに第五百八十九條を見るに滑費貸借の豫約は爾後當事

者の一方が破産の宣告を受けたるときは其敷力を失ふものとす

る。本條は爾後の破産宣告が當事者敦れに付て生じたるを問は

ざること、豫約が當然に失敷するとの二織に於て以上の法則と

異なりと雛も其趣旨に於て同一なるは疑を容れ譲（難播奎二雲篠）。

唯豫約の失敷を當然且絶封ならしめんとする必要上其事由を破

産の宣告といふ確實なる事實に係らしめたるものと信する。さ

れば豫約の履行を軍に拒絶するに止まり且相手方の信頼利盆を

害せざる程度範園内に止めんとする前示の法則の揚合に於ては

其事由を破産宣告に限るの必要なく汎く貸金同牧の困難といふ

鮪畷生を以て足秘のと解すべき理由カヲある（更難髄畢）．

又外國民法には、讐務契約に於て先著履行の義務ある當事者は

爾後相手方の資産状態の悪i攣に因う其反封給付を期待し得ざる

に至るときは、相手方が其反封給付を爲すか叉は澹保を供す
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るまで自己の履行を拒絶し得るものとする趣旨の規定がある

（難監三篠）。我民法には之に匹敵する規定なきは確かに不備

である。固より之と類似の趣旨に出でたる規定はなきにあら

す、殊に第五百七十六條は・一マ法に於けるexcep乞ioevicもionis

imminenもiSに出でたるものにして（認盈慧聾櫨）買主の捲保請

求権を確保する黙に於て以上の規定より一歩を進めてゐるやラ

である、然れども本條は畢覧責主の捲保責任に附帯する事項に

して費主は既に事の此に到るべきを豫見し得べき地位に在るが

故に純然たる事情憂更と同一に取扱ひ難き事情がある、從て本

條よりして以上の規定に含まれたる法則を類推するは正當でな

い（養聖翌盟辞嚢姦）．

　夫れ然り我民法第五百八十九條の規定に付ては前説の如くな

りと難も本條は滑費貸借の豫約に特有の規定なるが故に當然他

の豫約には之を準し得ざるものと解すべき理由がある。果して

然らば前掲事情憂更に關する指導観念は遂に我民法上之を認む

べヵ》らさ“るや。

　債権者は期限附又は條件附債権の履行を確保する爲め債務者

の資産献態の悪憂を理由として捲保（物的）を請求し得べしとい

ふ法則が・一マ法上存在したりしや否やに付ては嘗て議論があ

つたところである。しかし有力なる學者の研究に依ればその存

在を肯定すべき根擦を見出すことを得ないとされてゐる（畿豊

晋晋鴉）併しながら後、註繹學涙を経てドィツ普通法時代に入
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るに及び法律観が一攣せし爲め右の法則が漸く認めらるに至つ

たので乃ち此法則の根擦を・一マ法に求むるのは誤解であるに

しても之を新時代の要求として普通法上認むることは差支へな

いとせられてゐる。精言せばドィツ普通法にても事情鍵更則な

るものは一般に排斥されたるも右の法則だけは典信契約に於て

承認せられたるものにして其精紳は精や奮き法典にも探用せら

る、に至つたのである（豊婁譲）。この普通法上の法則が租や原形

のま、取入れられたるが即ちドイツ民法六百十條の規定にし

て、それが多少攣形して取入れられたるが同法第三百二十一條

及びスヰス債務法第八十三條の規定である。さすれば此の法則

は近代債椹法の産み出せるものとしてドィツ普通法以來一般に

認めらるべきものにして特に規定の無有に依りて其存否を云爲

すべきものでなく或る意味より云へば此法則の如きは自明にし

て當然謂ふを待たざるものとして不可なしと考へる。蓋し之を

實質上より見るも法律は既に斐務契約に於て同時履行の抗辮椹

を認めたる以上その補則たるべき右の法則は當然之を豫想すと

認むべきものにして同時履行の抗辮を認めながら此の法則を認

めすとせば其趣旨に於て徹底せざるものと信する。醗て我民法

を見るに沿革上必すしも此法則を認むべき根擦ありとせざるも

右實質上の理由に基き此法則を承認すべきものにして若し然ら

すんば先著履行の義務ある當事者は同時履行の抗辮権を奪はれ

つ＞正當なる保護をも與へられざること》なり到底墜務契約の
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本旨に副ふ所以でない。思ふに法律が先著履行義務者に同時履

行抗辮模を與へざるは軍なる論理上の結果にあらす必すや相手

方にも後日反劃給付を爲し得べき蓋然性あるとを前提としたる

に外ならす、されぱ當事：者に反封の意思表示なかうしときは本

則として相手方に反到給付を爲し得べき資力ある芝を前提とし

て第五百三十三條但書の規定を適用するを妥當とする。固より

相手方の資産状態の悪攣せるに拘はらす之に封して反封給付又

は澹保提供を命することは往々苛酷なる結果を生することあれ

ども（甕器智驚鷺45盤）本來同時履行的に關聯せる壁務契約上の

債椹關係に於て相手方の故障に拘はらす一・方の履行を張制する

が如きは公季といふべからす。此事は亦第五百三十六條一項の

規定の趣旨に照すも殆んど疑ひを容れす。蓋し本條の規定は讐

務契約に於て當事者一方の給付が後登的不能となれるときは相

手方も亦給付を菟がる、趣旨なるが故に之を推術すれぱ一方の

給付が著しく不確實となれるときは相手方も亦之れと季行して

自己の給付に或る制限を附すべき理由十分あり、郎ち給付の可

籠封可能と不能封不能との中問に給付困難封反封給付制限の牽

聯を附するにあらざれば事理一貫せざること、なるであらう。

　（五）要約　　以上述べ來りたるところを要するに我民法上叉

事情憂更則の要求すると同様の結果を墨げ得る可能性がある。

唯學者の正當に主張する如く純正なる形に於ける事情憂更則は

一般に之を認むるの根縷を映ぐ。帥ち私等は之を純正なる形に



56 事情憂更の法則に就て

於てするに代へ、その求めんとする實際上の目的を達するを得

て姑らく満足しなけれぱなら鳳。事情攣更則の本質は意思解繹

問題と關係なきは固より適當には叉法律の解繹問題とも見るべ

きものでない。併かし意思解繹叉は法律登見の方法に依りても

實績上略ぽ同様の目的を達し得るものとせば此問題を軍なる立

法論として取扱ふに比し寧ろ優れたりと信するのである。

第五　債櫻塘額問題

　第一　所謂増値問題　　當事者が豫見すべからざりし紙幣の

下落に因り債権額（給付及び反封給付の憤額）が不當に低廉とな

りたる揚合に之を相當の債額にまで増加すべきものなりや否や

は所謂増値問題として特別の研究を要すべきこと前に一言した

通りである。ドィツ其他に於ける増値問題に付ては既に研究紹

介がある（笛『露派誉氏）。

　塘値問題は少くとも下の二鮎に於て通常の事情愛更則と異な

る。第一ぽ事情鍵更が主として紙幣相場の下落を原因とするこ

と、從て事情の愛化と債権額との關係が比較的明瞭であつて例

へぱ債権額が増減するにしてもかの貨幣の換算に於けるが如く

其取扱が簡軍である。私は此黙に於て増値問題と物憤騰貴問題

とを琶別して考へたいのである、蓋し後者は紙幣下落のみなら

す更に種々なる事情が錯稜して生する現象なるが故に爾かく簡

軍に之を庭理することを得ないからである。次に増値問題の第
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二の特色は貨幣法と關係するが故に軍純に私法上の問題と爲し

難き織である。蓋し裁判所は法律に依つて裁判すべき職責ある

が故に一方私法上に於て假に事情鍵更則を是認すべきものとす

るも若し他方貨幣法‘公法）上に於て之を許さ）る規定あるとき

は殆んど之を奈何ともすべからざる窮地に臨ることになる。部

ち増値問題に於ては裁判所がディレムマに陥ること最も辛酷な

るものにして一に忠ならんとすれぱ、他に不忠なる情形に在る

ものとする、從て問題の取扱は性質上簡短なるに拘はらす制法

．上頗る難解とせらる＞のである。

　今此問題を取扱ふに當ては金銭に關する債権に付き少くとも

下の如ぎ匿別をなし置く必要がある。第一、金鏡債権と金種債

権とは異なる。金鏡債権は通貨を以て表示されだる債値を目的

とする債椹である、固より債値そのものは観念上のものなれど

も弦にいふ債値とは通貨に依りて代表せらる》憤値にして債値

を目的とすといふは其憤値に相當する通貨の給付を以て債権の

’目的とすといふに外ならの。而かも金銭債権は金種債権と異り

特種の通貨を以て支沸はる、ことを要せす各種の通貨を以て支

』沸はる＞を妨げざるものとする‘四〇二條1。而して當事者間別

段の意思表示なき限り金鑓を目的とする債権は本則として金鏡

債権なりとする（四〇二條一項本文と但書と封照）。第二、金種

債椹の中本位貨幣たる金貨を以て支携はるべきものと定むるも

のがある之を金貨債権（Goldm伽zklausel）a・ふ、此種の債権1は
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當事者問に特別の意思表示あるときに限り之を認むべきものと

する。第三、金貨債権と異なり金貨債値債権（G・oldwerth－klausel）

なるものがある、是れ通常の金鑓債権と本質を異にせす、唯少

しく異なる黒駐は其債権の表示する金額は金貨の債額を代表する

ものと爲し若し他の通貨を以て支彿はるべき場合には之を金貨

の憤額に換算したる額に相當する他の通貨を以て支沸はるべき

ものとする。一般に金貨の名憤は其實償と一致し菱動すること

なきが故に若し金貨債権又は金貨債値債権を特約したる揚合に

は假令後に至り紙幣其他の通貨の憤値が下落することありとす

るも債権者の受くべきもの＞實債は一般に獲董化なかるべきが故

に事情攣更に關する問題は生じない、唯當初金貨債権を約した

るに後日法律に依り金貨の支梯が禁止せらる、ときは精や困難

なる問題を生する。即ち此揚合には債務者は金貨債権額をその

ま＞他の通貨を以て支沸へば足るか（四〇二條二項〉或は之を金

貨債値債権に引直して換算の上支沸ふべきものなるやドィツに

ては嘗て裁判上雫となつた問題である。思ふに汎く金貨債権と

いふときは自から二様の見解を立て得る帥ち第一は金貨債権と

は金賃そのもの＞給付を目的とする債権といふに在りて第二は

一定の金額の支沸方法を金貨に限定したる債権といふに在り、

我民法第四百二條一項但書は汎く特種の通貨の給付を目的と爲

し沈る債権といふが故に一見この二の場合を包含するもの、如

くである。併かし今若し同條二項の規定の趣旨に照すときは寧
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ろ第二の見地を以て通常の揚合と考ふべき理由なきにあらす且

實際上取引の通念に照すも斯く考ふることが妥當なやうであ

る。之に反して若し第一の見地に從ふものとせば債灌の目的は

金貨の給付なるが故に其實金貨憤値の給付を目的とするに外な

らす、さすれぱ金貨債権といふは金賃に含まる、純分量の金塊

債値の支沸が債穫の目的となり結局金貨債権は金貨償値債権を

意昧すること、なり此場合に第四百二條二項を適用するには一

鷹債権額の換算を爲す必要ありとする。然れども金貨債権を金

貨そのもの＞給付と解するは爾替、國際問爲替資金關係の決濟

其他特別の事情なきにあらざれば取引の通念に反する。されぱ

金貨債権に於て金貨が彊制通用力を失ふる至るときは第四百二

條二項の規定に依り其金貨債権の名憤額を他の通貨を以て支沸

ふべしとするのが同條の正面解繹として一鷹是認されるところ

である。然れども紙幣の憤値が全く想像もつかざる程度に下落

し殆んど無債値となりたるときにも荷ほ此の解繹を以て満足し

て可なるかは自から別間題にして是れは一般の金銭債権の増値

問題と同様なる見地に立ちて解決されなければなら鼠鮎であ

る。依て以下一般の金銭債権と増値問題との關係を概論して見

たい（歯曳餐蚤〒）。増値問題を是認せんとするに諸説がある。

　（一）滑費貸借の理論を鷹用する読。我民法第五百八十七條に

依れぱ借主は借受けたると種類、品等及び数量の同じき物を以

て返還すべきものとする、然るに弦に同種同等といふは當初借
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受けたる物を標準とするものにして若し金鏡を借受けたるとき

は其當時の金鏡と同種同等（同領値）といふと》なる後日通賃が

下落したるときはそれだけ歎量を増加せざれば當初の金銭の債

格と匹敵するを得す是れ増値を必要とする所以であると。即ち

此見解に依れぱ金銭の滑費貸借は契約當時の金鏡の購買力を目

的としその辮濟期には営初の購買力に相當するだけの歎量の蓮

貨を支携ふべきものと解するのである。此説は實質上は恐らく

正當なるべしと錐も奈何せん法律は通貨に名憤を定め之を以て

通用するものと爲すが故に少くとも法律上に於ては金銭の名領

以外に實償なる通用力を認めす當初の金額は辮潜期に於ける通

貨の名憤の合計に外ならす從て蓮賃の下落を理由として其藪量

を増加する二とは法律の認めざるところとする（鼻鐵a言篠）。

依て・一読には金鏡債椹に關する第四百二條一一項の規定は消費貸

借上の金鐘債権には適用すべからす後者は全く特別の性質を有

するものと解せんとする（養竪雫）。其詮に依れぱ金鏡の滑費貸

借は憤値（購買力）を目的とするにあらす金銭の純分憤帥ち蓮貨

自禮の表はす實債そのものを目的とする其理恰かも一罎の葡萄

酒を借受けたるものは爾後其憤格の攣化如何に關せす之れと同

種の葡萄酒一罎を償還せざるべからざるが如しと。所謂金銭の

純分債といふ意義明白ならすと錐も思ふに溝費貸借上の金銭債

権を以て金種債権と爲すもの、如く或は金塊債値債権とも解せ

られざるにあらす。いづれにしても此見解には少くとも二鮎の
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非難を冤れ組。第一一に一般の金銭債穫と潰費貸借上のそれとを

画別せんとするは法律上何等の根援がない殊に我民法は特種通

貨が存せざるに至るときは他の通賃を以て辮濟すべき旨を定む

るが故に（五九二條但書〉盆す二者を匿別すべき理由なしと考へ

る。且前述の如く金種債権を認めんが爲めには特約を要するも

のにして通常の金銭の潰費貸借に在ては一定額の金鏡的憤値を

月的とするは通念上疑ひなく特に之を金塊償値を目的とするも

のと見るは通念に反する、其他の織㌧は前に金貨債樺及び金貨債

値債権に付き述べたる所を滲照されたい。第二に浩費貸借に於

て金銭を目的とする場合と他の代替物を目的とする場合とを同

様に考ふるは我民法の規定に反するのみならす叉規定の沿革に

も反する。我民法は金銭以外の代替物に付ては債格の攣化を豫

想してゐる、これは第五百九十二條本文の規定に於て目的物の

債格算定の時を契約成立の當時とせす返還不能となれる時と定

めたる法意と同條但書の法意とを封照すれぱ一目瞭然であらう

（星業失賢籔雫〉。之に反して浩費貸借上の金鏡債権の額は不鍵のも

のと見たる二と同條但書の規定に照して多言を要すまい。溢革

を見るに（器t鷲鍛評猛ぷ聖臨沖翻嘉霊）民法第五百八十七條の規

定は遠く・一マ法に存し借主は同種同量（七an加m　elusdem　gene－

ris）の物を以て辮濟を爲すべき旨を定めてゐるが・一マの法律

家は金鏡以外の物（就中、酒、油、穀物）は時と庭に依り債格の

i攣動あるも金銭は公定且不憂の憤値（publi餓ao　perpe七鵜m昂es一
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伽1醐・nem）を有するものと読明をしてある（5a蛮㍉L葦）。さすれば

同じく同種同量といふと難も一一は憤格に獲化を生ぜざるに反し

他は墾化を見るべき揚合がある筈である。7ランス民法が金銭

の浩費貸借に付ては額面嚴守の規定を設けたるに拘はらす（晃金

條）金銭以外の物の消費貸借に付ては本則的履行が不能となれ

る場合に封し履行の時乃至揚所を考慮したる債格を辮濟すべき

旨を定めたるも（三藤O〉亦同一の思想に出でたるものと考へる。

而して筍も法定通貨の鋼度を維持する以上は今日と難も是等と

法律観（：Rech七sanSC五uung）を異にすべき理由がないと信する。

　（二）或は第五百九十二條本文の規定を準用して増値問題を解

決しやうとする。蓋し當初借受けたる紙幣は共債値下落の結果

最早や同種同等の紙幣として通用せざるに至りたるが故であ

る。併し通用せざることは事實上の問題たるに止まり法律上は

荷ほ通用すべきものとす蓋し下落したるは紙幣の購買力にして

名債は法律上街ほ支沸方法として敷力があるからである。況ん

や我民法には同條但書の規定あるに於てをや。依て此見解も從

ふことが出來鍛。

　（三）或は意思解羅に依て此鮎を解決せんとする。蓋し當事者

は紙幣の名債を以て金貨と一致するもの又は一致させ得べきも

の（党換）とし之を前提として契約を爲したるものとする、然る

に事情の獲更に因う此前提を敏ぐに至れが故に同一事情存績の

約款の適用に依b現在の債権券面額の支梯は敷力なしと論する
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のである。此見解の敏黒占は之に依》増値を可能ならしむべき積

極的理由を與へ得ざるに在う、何となれば同一事情存績の約款

は軍に浴極的に契約を解清するのみの結果を生するに止まるカ》

らである。

　（四）不當利得の観念に依りて増値問題を解決する見解は實質

上正當なれども民法には例へぱ第二百四十八條の如き特則なき

が故に形式上の根檬を敏ぐ。

　（五）依て剰すところは信義公李則に依りて解決の指導観念を

見出すの外に途がない。顧ふに當事者双方は紙幣に關する法令

に信頼して金鏡債権を取得し又立法者も當事者双方をして斯く

信頼せしめたるに拘はらす實際に於て此信頼に反する結果を當

事者の一方に張制するを許すべしとせば其當事者のみならす立

法者も亦自から信義の原則に反することになる。元來法規には

純然たる権利關係を規律するものと脛濟上或る目的を達せんと

する法規とがある、後者は経濟的法規にして経濟の原則に準擦

するにあらざれば其豫定の目的を達することが出家ない。紙幣

に關する法令も亦脛濟的法規にして其目的は紙幣の債値を相當

の程度に於て安定せしめ以て取引の安全を維持せんとするに外

なら鍛、然るに経濟上の原則に制約せられ泥る結果豫定の目的

を達し得なくなつナこのであるから立法者は更に其法規を適當に

改正すべきものとする而して此改正は差當り紙幣の下落に相當

するだけの薮量を増加することに依り當初の目的を達するのが



64r 事情攣更の法則に就て

要當である（生賢鴛果蚕斎擁薯郵薦募壷）。以上の理論は任意法規たる

と張行法規たるとに論なく正當である、蓋し立法者はいづれに

封しても自から信義に反する結果を國民に張翻し得るものと解

し難いからである。

　信義則に依るときは當初の金銭債椹額の嚴守すべからざるこ

との説明は出來るがそれは寧ろ潰極的解決ナこるに止まる。問題

は更に積極的に塘値の標準を示さなけれぱなら諏。此黙に於て

公李則が役立つのである。公李則は固より一般的に増値の標準

を示す事を得露。かの同種同等説に依れば當初の金貨債値には

金塊相場を標準として評債すべしと云が故に劃一的計算を立て

得る便宜があるけれども之を實際に徴すれば必すしも公李とは

認みられないのである。公李則に依るときは具膿的姜當な評憤

が可能となる而して元と是れ各個の事案に封する具膿的裁判に

して抽象的法規を作るべき立法事業と異なるが故に解決の劃一

性は必すしも奪重するに足りないのである。今試みに公季則を

適用するに付き依るべき指導観念の一例を示して見やう。塘値

潤題は一の假定の．Lに立つ、帥ち債務者は紙幣の下落に順慮し

て自己の金銭を増殖したといふことである。・一マ法上の観念

にても金銭は支出に依りて其使命を完了すべきものなれば之を

死藏するは金銭の目的に反するものとし遊（9説農臆ぎ空ど鐙躍）

されば金鏡は之を勉に投資して利殖し得るものとすべきは多言

を要しない。ドィッの判例は、此黙に付き商人と非商人とを匠
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別し商人に在ては本則として利殖を爲したるものと看倣し當然

に塘値を認めて差支なしとした（生答釜登）併し非商人を本則とし

て除外すべき何等の理由がない。私は寧ろ・一マ法上の観念に

從ひ金銭は本則として一般に利殖されたるものと推定し特別の

事情ある當事者（例へば軍入、官吏、教師、後見人なき無能力

者、日傭人）には反讃を撃ぐることを許すべきものと考へる。

尤も利殖ぜざりし者に付ては利殖したる者との椹町上利殖せざ

りしに付き過失なかりし事を要するものしなければなら臓。増

加評債の標準は本則として債権成立の時に於ける金銭の購買力

を基本とし之を評憤の時に於ける物憤指歎に依らしむべきもの

と信する。蓋し當事者は當初の債椹額に信頼したるものにして

其額は金銭の購買力を代表するからである。

　第二　斯謂檜贋問題　　代金と目的物の債格、借賃と賃貸債

格、賃金と勢働憤格、請負の報酬と工事費、債椹金額と搬保物

の憤格、損害額と賠償金額、不當利得と償還金額等の如く権利

關係が一定の債格の比率を基礎とする場合に於て後日事情の墾

化に由りて著しく其比率の破らる、ときは亦當事者の利害關係

を調節する必要を生する。然れども此揚合は軍に金銭の債値下

落を以て基調とする増値問題と異なりその關聯する事情極めて

複雑なるが故に之れが取扱は一層困難なりとする。試みに我民

法の規定に徴するも同じく不可抗力に因る減牧を理由として借

賃地代を攣更する場合にても契約の目的及び牧盆の特別事情等



66 事情攣更の法則に就て

を顧慮せるは永小作権の規定（コ七四條、二七五條）と賃貸借に

關する規定（六〇九條、六一〇條）を封照するときぽ一目瞭然で

ある。されば是等は各場合に画別して事情攣更の敷果を研究す

べきものにして凡てに共通なる準則を探究するが如きは徒らに

概念の遊戯に止りて實際上の敷果少ないこと、信する。

　クルックマン氏は事情攣更則の基礎観念は結局synallagln乱で

あるとし且此原則の適用範園及び程度も亦此基礎観念以内に止

むべき物としてゐる。然れどもsyn謡agma（假に相互性と謬す）

なる観念に附する意義曖昧にして殆んど捕捉し難く各場合に鷹

じ千憂萬化するの威がある。然れども弦に問題となれる代金と

目的物の憤格との關係に付て氏の読明する所は當事者双方の債

務の相互性を基礎とする黙を相當に認めしめるものがある。氏

は事情i攣更に因うて不測の損害を蒙るべき當事者の爲めに給付

拒絶権を與へんとするものなるが此際此拒絶権を與ふべきや否

やを決定するに當りては債務者の財産歌態の良否、乃至債務者

の爲すべき給付が其財産上に於ける關係の重大なるや否やの如

き固よb顧るの必要なく、正に客観的地位に立て給付と反弱給

付とを較量し「汝が何を與へて何を受くるか」を問ふべきである

而して若し其給付義務が債務者に勤して相當の程度を超えて困

難とせらるとき（慧錐，聡舗諮轟1）は給付拒絶権ありとする（齢晶）

ヌ豫見すべからざる事件が債務者に不相當の困難を與ふるはさ

ることながら債務者は其契約に基いて利盆を博すべきでない、
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帥ち債務者は事情憂更に乗じて其未牧の利盆（hcrum　ceSS趾s）

を牧むるの権利なし、同時に債椹者も亦債務者が債権者の爲め

に積極的損害（面mnum　emergens）を負澹すべきことを請求する

耀利なし、唯債権者としては其行爲の種類に依り通常期待さる

べきが故に豫見さるべかりし事件に關する限りに於て債務者に

も積極的損害を課することを得べし、債務者の純個入的不遇の

如きは亦恕すべき限りにあらす。此故に債務者は豫見すべから

ざりし事件に付ては積極的損害を負捲する二とを拒絶するを得

べしと錐も潰極的損害は之を甘受せざるべからす、即ち債務者

は積極的損害を蒙らすしてなし得る限りは給付せざるを得すと

説明してゐる（酎競）。斯くして氏は以上の結論の正當なること

を事務管理の本質と比較して立謹してゐる、邸ち債務者は以上

の場合には自己の給付義務を免るべしと錐も債灌者の爲めには

事務管理者として當初の約旨に從ひて給付の事に努めなければ

なら諏、從て債務者は初の約旨に從へるものだけは之を給付す

べきものにして爲めに債権者に饗して騰貴せる代憤を課するこ

とを得す此代憤よりして自己の偶然の利得を控除せざるべから

すと論じてゐる（即薦）。

　思途、に讐務契約に於ける双方の封憤に如何なる比率を與ふる

るかは當事者の自由なbと錐も一たび其比率が決定したる限り

は事情憂更の爲め之を紛更掩凱すべからすとするは實質上妥當

な見解である、唯取引の通念に照し當事者双方に豫期さるべき
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比率の動揺は當事者之を甘受す〈しと錐も之れ以上に及ぶ比率

の動捲は實質に於て射倖契約と同一にして若し比率の動揺を強

制せんか是れ公序良俗に反するものと考へられるのである。

クリュッマン義は此黒占に付き事件の豫見し得べからざらしこと

（Nc為七vo「se｝・barkeit）　及び之れが爲め給付が到底企及すべから

ざること（Une　五winglichkeiも）の二要件を定めたれど碓編〉

給付の企及すべからざることは特に本質的意義を有せざるもの

にして帥ち企及し得ざる程度に到らざる給付の困難は取引の題

念に照し通常豫見すべきもの又期待さるべきものと見るを正當

と信する。

　以上クヲユックマン氏の見解は私が前上第四に於て信義公李則

に基く指導観念の第一として論じたるものと略ほ同一のものな

れども私は稽異なう封憤關係の相互性といふ観念を極めて制限

的に適用すべしといふのであつて物憤騰貴といふが如き極めて

複雑なる原因を有する事實に付ては唯具膿案件を取扱ふ際に一一

の指導観念として役立つに過ぎ沁ものと考へる。それ以上の具

代的解決に至ては脛験ある裁判官の裁判に一任するの外なしと

信するのである。

　第三　其他の問題　　以上増値問題及び其他の債椹額増加問

題と關聯して種々なる難問を生する。例へば債権額増加の結果

之を捲保する抵當権も亦當然増加すべきか、抵當権債額の増加

其登記の更正は如何なる手綾に依るべきかは頗る難晦の問題な
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りとする。一見するところ紙幣下落を主因とする物債騰貴に在

ては抵當不動産の憤格も亦李行して騰貴すべきか故に推保債格

の増加は他の抵當椹者の爲めに不利釜を來たさVるの観なきに

あらす然れども若し各抵當権者に李等の増値をなさんとするに

は恰かも破産手績に於けるが如く凡べての抵當椹者の債機を評

債して綜合的に推保債格の按配を爲すの必要あり之れが爲めに

は登記法上特別の規定を要すること、なり軍に民法上の理論の

みを以て解決し得ざるところとする。右の外物債の激攣に伜ふ

貸借封照表及び財産目録の表記憤格の更正其他研究を要する問

題少なからす（歯箋賛叢雫〉。されど此種の問題は現實の脛濟状態

を基礎とするにあらざれば到底意義ある断定を下だし得ざるが

故に弦には輩に問題を紹介するに止めて置く。唯大膿に於て裁

判上局部的に庭理し得ることを限度として事情攣更則に訴ふべ

きものにして全般的に庭理するにあらざれば敷果の畢がらざる

問題に付ては立法手綾に訴ふるの外ないことを一言すれば足り

る。此黒占は中村宗雄氏「モラトリユウムに關する研究」（鶉）を参

照するに依り一一冒事理が明白になること、、思ふ。

第六　後襲的履行不能の問題

　事情憂更則と最も關係多きは後登的履行不能の問題であるが

就中危瞼負捲問題を以て然りとする。弦では是等の問題を特別

に取扱ふ蓬がないが事情菱更則と關聯する黙に付いて一言を費
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して見たいのである。

　履行不能の意義に付ては今以て議論が絶えないが從來之を取

扱ふに二種の見解がめる（署援袋畿嚢舞雲講箋零聾…霊壷葺早下）。第一

の見解は給付を可能と不能とに爾分するものにして・一マ法以

來の傳統的方法である（假に爾断説といふ）。第二の見解は給付

の可能と不能との中問に履行困難叉は故障なる一種の状態を認

あんとするものにして新しい方法である（假に調停読といふ）。

　第一　爾断論　　に依るも給付不能の意義は一ならす、第一

読は給付の不能を以て論理的不能に限る、論理的不能といふに

も多少の異説なきにあらすと錐も結局給付自艦が自然の法則に

照して論理上不能とせらる》ものに蹄著する。この見解の不可

なるは翫に定読があり依て第二説として法律的不能の論を生す

る、法律的不能は必すしも論理的不能に限らす其他の場合をも

荷ほ法律上の観念として之を不能と看徴す、如何なるものが其

他の場合に属すべきかは議論あれども大膿に於て給付の内容が

公李の観念上叉は其債権關係の事情上債務者に要求し得べき程

度に超過する努力を必要とするものと読く（讐叢畏三i…宅費）或は債

権法を支配すべき信義の原則及び履行不能の法律敷果を定めた

る法律の目的を標準として肚會の一般観念上不能と認むべき場

合とも説く鰻膿垂獲墜饗論）而かもこの概括的標準を以て具禮的事

i案を取扱ふに至ては諸家の噺案必すしも一様でない、就中種類

債務の給付の能否に關しては絶鋤的相封的の見解がある（至誓発
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姦参）。以上は給付不能に關する原則的観察なれども更に之を契

約の成立及び債務者の責任に關聯せしめて考察するときは特別

の見解を生する。帥ち客槻的不能艮び主観的不能に封する債務

者の責任である。此黙に付き大要二説がある。第一読は結局不能

といふは客観的不能に限るものにして主観的不能は其實可能に

外ならすとなし依て債権者は債務者の過失の有無を問はす之に

灘して本來の給付を請求し得べく又不能の理由により損害賠償

の請求を爲すを得す、要するに問題を履行遅滞の場合として取

扱ふべきものとする催欝畏三翌茜餐）。之に反し第二説は不能とい

ふは唯一種に限り履行の時に於て債務者に不能なるをいふ從て

後登的履行不能に付ては主客観的不能を匠別すべき理由なく就

中勝謂主観的不能の場合とても實際不能に外ならざるが故に債

務者の責任は唯その過失の有無に依りてのみ定まる、帥ち不能

が債務者の責に錨すべからざる場合には假令不能が主観的なる

に止まるときと錐も債務者は全く債務を免るべく不能が債務者

の責に騰すべき場合には債権者は債務者に封し直ちに履行に代

るべき損害賠償を講求し得るものとす、蓋し主観的不能と錐も

翫に不能なる以上（種類債灌の揚合を除く）債権者は本來の給付

を請求し得ざるが故に内容を獲更して損害賠償の請求権となら

ざる雄ないからである観く（麗蕪杢き薙鼎．齢一税

に債務者無過失の場合には主観的不能に付ても責任なし、有過

失の場合には債権者は選揮に從ひ債務の直接履行叉は之に代へ
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て損害賠償を請求し得べく、不特定物の給付其地金鏡に代へて

求め得べき給付に付て生する主観的的不能は債務者の過失の有

無を問はす責任あう蓋し主観的不能は客観的には不能でないか

らであるといふ（羅髭萱）．

　按するに給付が能否の二者を出ですといふは純正論理上の断

案なれども法律上之を取扱ふに於ては爾かく簡輩に論じ去るべ

きものでない。既にimpossibilium箪ull＆obll9乱七ioなる法則は

何等法律上必然のものにあらす（査脊喬霧罠璽茜毫蟹菊。療始的

不能の目的を有する契約とても常に其成立を不可能とすべき法

律上の必要はない筈である。問題は法律が給付を如何に取扱ふ

べきかの目的に依て決せらるべきものにして唯一般的に原始的

客観不能の契約を無敷としたるは法律上一般に之を保護するの

憤値なしとせらる、に外なら露。同様に法律が不能にあらざる

給付を取扱ふに當うても之を保護するに付き正當の理由ありと

する場合に限るべきは勿論にして可能の給付と雛も荷しくも之

を保護するに値せざるものは少くとも訴樺を與ふることがな

い、是れ非債辮濟（七〇五條七〇六條）、不法原因給付（七〇八

條〉に關する規定に照すも明自である。されぱ法律生活の實際

目的よりすれば不能の給付を約することは一般に無意義なbと

して無敷とすべく而かも所謂無意義なる観念は論理上無意義な

るもの、みならす汎く法律生活上無意義なるものにも及ぶべき

は當然である。斯くして法律生活上無意義なる給付たる以上は
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債権の成立に付ても又履行に付ても同様に無意義なるべく此黙

に於ては原始的不能と後登的不能を匪別するの必要なきものと

信する。唯後登的不能に付て営事者が其不能を來たしたるに付

き責あるや否やが疑問となるも是れ實は不能そのものに關する

問題にあらすして當事者の過失に關する問題である、從て此問

題は箪に給付の能否のみに照して解決すべきものでなく兼ねて

當事者に責を鑑すべき事情の如何にも著眼すべきものとする。

例へば金鏡債権に付ては債務者は其の過矢の有無を問はす後登

的不能に封しても責任ありとするに反し（四一九條二項）他の種

類債椹に在ては取扱必すしも一一ならす帥ち種類債椹の目的が特

定するまでは過失なき債務者は本則として責任を菟かれざるに

反し特定せる後は其目的物の滅矢又は鍛損に封して責任を菟る

＞が如し（五三四條）。斯くの如くして給付不能に付てほ法律的

不能説を正當とすべしと難も如何なる給付が果して法律上不能

なりやといふに其判断必すしも明確ならす、私は此黙に付いて

下の如くに解決しやうと、思ふ。邸ち肚會の通念に照して一見不

能なる給付は之を法律上不能とする、具腱的にいはば法律上不

能の場合は下の二に限る。邸ち第一に論理的不能が之に驕す

る、かの專属的給付（不代替的給付）の不能は論理的不能であ

る。第二に不能が裁判所に顯著なる給付も之に囑する、例へば

中禮寺湖をポムプにて乾澗する如し。鼓に不能といふは給付の

目的に照して然る揚合のみならす其手段に照して然る場合をも
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包含すれども二者いづれに依るべきかは當事者の意思表示又は

事物の性質に依りて之を決する、例へば甲乙二人をして百貫目

の石を昂げしむる給付に付いて若し汎く石を昂ぐることを行爲

の目的とせぱ可能の給付となるべく之に反して甲乙二入の力郎

ち債務者の能力を限定するときは不能の給付となる。一般に不

特定物の給付は其物の調達を目的とし債務者の調達方法の如何

を問はざるが故に此意味に於ては一般に可能の給付であるが若

し給付の方法手段を限定するときは不能の給付となり得るもの

とする。私が特に裁判所に顯著なる不能を以て法律上不能の要

件とする所以のものは斯かる給付が法律生活上保護に値せざる

ことが明白にして特に當事者の立讃を必要とせす叉裁判上審理

の必要なしと見たからである。然るに以上ニケの揚合を除く外

は當事：者の立讃に依り具禮的事情を審査するにあらざれぱ果し

てその無意義なるや否や明自ならす、肚會一般の通念に照して

可能なる給付なりとも事情の憂化に因り具膿的の場合には公序

良俗に反する爲め或は直に之を請求し得ざるあり或は之を請求

し得るも張制し得ざるあり其他一般に信義公李の原則に照して

講求又は強制の許すべからざるものもあらう、然るに一概に之

を可能と見るは法律上無意義としなければなら濾。要するに我

民法は療始的不能と債椹の成立とに關しては特に明文を置かす

（難器轟粟醸雛〉。叉固よう客観的主観的不能に關しても規定上’旺

別を存しない（藝彗更濠義擁）。唯後登的不能に關して規定を置く
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も（例四一五條五三六條）その不能の定義を示さない。從て法

律に明定せざる是等の観念に就ては法律の旨趣に照して學問上

自由に決定し得るものとしなければなら鳳而して我國の學説は

民法に規定する所の後曇的不能は所謂客観的不能と解すべき物

とするに一定し唯主観的不能の意義及び其取扱方に付いて未だ

定詮なしといひ得るのみ、叉法律的不能に付いては廣く解する

を通説とし之を狭く解するは極めて少ない週瞥霧雫）。いづれ

にしても可能の給付を如何に取扱ふべきかに付ては規定もなけ

れば亦十分の研究も積まれてゐない、蓋し可能の給付は之を請

求し得るに付き何等の疑問を生ぜすと考へたのである。しかし

千種萬様の給付關係を一一刀爾断して之を可能と不能とに別ち以

て當事者問の利害を解決し去らんことは如何にも機械的にして

法律生活の實用に適せざるの憾がある。

　第二　調停読　　の趣旨は爾断説が機械的敷果を生するを不

當とし之に具膿的調節を加へんとするに外なら沁。帥ち爾断説

に依れぱ給付が債務者の過矢なくして不能となうたるときは債

務者は全く債務を冤るべく叉給付が不能とならすして困難とな

うたるときは債務者は當然債務を免れすとする、然れども法律

的不能は前述の如く論理的不能に限らざるが故に債務者は或る

事情に因り多大の犠牲を忽びても街ほ履行を欝せざることあり

得べく而かも債務者に於て折角履行せんとするに爾蜥説の如く

債務菟除を彊ゆるは正當と謂ふべからす又之と反封に給付は法
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律的不能にあらすと雛も或る具禮的場合に於て債務者に履行を

張制することが如何にも不當とせらるるに拘はらす爾断説は軍

に可能といふ理由に依うて債務者に免責を與へない（茎讐畠讐賛雫

譲〉。斯かる不當の結果を除去する爲めには法律的不能の範園を

可及的狭く解し其他の給付は絶勤の可能にもあらす又絶饗の不

能にもあらざる不及（故障）といふこと、して債椹者には給付の

請求権を與ふると同時に債務者には給付拒絶椹を與へ以て當

事者間の事情を酷量して適當の利害調停を爲すを妥當とする

（駿触蓋艶、詮惣罫搬）。我國に於ては岡松博士大膿に於て之に賛

成されてゐる（璽癖訟票〉．

　爾断説と難も法律的不能の観念を定むるには論理的なるを以

て満足せす更に信義公李及び法律の目的に照してりベラルなる

見解を執るは事實である、石坂氏はチーツェ及びキッシユの墨げ

たる事例として下の如き場合を掲げ之を法律的不能の中に加へ

てゐる（膿互雫）。

　　（一賃借の期限到來せるも賃借人の家族中重患に罹れる者

　　あり若し其佳家を移轄するときは死亡の危瞼を冒さ）るべ

　　からす。

　　（二）音樂者あり其母の臨終に侍するが爲め若くは其父の葬

　　儀の爲め約束せる期日に出演するを得す。

　　（三）債務者が第三者の行爲を目的とする契約を爲したるも

　　債務者は債権者が有する利盆…に比し遙かに高憤なる報酬を
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　　支梯はざれば其第三者の行爲を給付することを得す。

　　（四）石炭の供給を約したるも鑛夫ストラィキの爲め非常に

　　互額の費用を以てするにあらざれば石炭を採掘することを

　　得で。

　　（五）俳優が出演の契約を爲したるも其劇場の附近に傳染病

　　流ぞテせる力蛍故に出演を拒めり、

　　（六）興行主が或脚本の上演を俳優に約したうしも其脚本の

　　興行は警察の許可なかりし爲め上演せしむることを得す。

　以上（一）（五）は債務履行の爲め生命身膿の危瞼を生すべく

（六〉は法律上の義務に違反せしむべく（二）は道徳上の義務に違

反せしむべく貌れも債権者に封し過重の責任を負はしむる不當

のものなれぱ之を給付不能として債務を免かれしむるを至當と

すと論じてゐる。是等は實質上固より正當なうと雛も若し債務

者が他の事情の爲め柾げて之を履行せんとするにも拘はらす其

意思に反して債務を冤除するは穏當でない、債務を冤除したる

ときは折角の履行は非債辮濟となるべく殊に髪務契約に在ては

債務者は反封給付を受くることを得ざる不都合を生する　（五三

六條一項）。乃ち是等の揚合は專ら債務者の利盆の爲めに圖らん

とするものなるが故に其意、思を問はすして常に給付不能と看倣

し以て債務を冤除するは妥當ならす、寧ろ債務者に抗辮権を與

へ其意思に從つて去就を決せしむるを至當とする。

　調停説に封する非難は蓋し下の如くなるべしと錐もいづれ為
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十分の理由なしと考へる。

　（イ）取引の安全を害するとの非難。蓋し調停読に依るときは

絶封的不能を除く外給付の能否は事後的剰噺を待たざれぱ確定

せす故に假令原始的可能の給付を約せしむるも債権者は其成否

に付き全く信頼することを得す、是れ實質上契約に條件を附し

たると同一にして斯くの如きは全く債権者の本旨に反するから

である。思ふに・一マ法以來給付の能否及び之に附する法律上

の敷果に付き爾断読を固執するは債権關係に恒常性を與へ以て

取引の安全を謀る趣旨であつたのかも知れない。併かし取引の

安全と信義公卒叉は公序良俗とが爾立し得ざる揚合には寧ろ前

者を犠牲に供するを至當とすることあるべく二者の取捨は畢菟

法律の全旨趣に稽へて具膿的に判断すべきものとする。且爾臨

説に依るもその法律的不能の観念は結局事後の判定に待つて定

まるべきもの少なからざるに於てをや囑轡員）。乃ち此非難は

實質上理由乏しきのみならす叉水掛論たるに過ぎない。

　（・）調停説には法律上の根篠なしとの非難。蓋し我民法には

給付の不能に關する規定はあるも不及に關する規定なし依て不

及に基く給付拒絶の抗辮を認むるに由なしと。固よう直接の規

定はない、併し此趣旨を認めしむべき規定は必すしも絶無でな

い。例へぱ講負人は一般に蝦疵修補の責任あるも其鍛疵が重要

ならざる揚合に於て其修補が過分の費用を要するときは修補の

請求を拒絶し得るものとする（六三四條〉是れ修補不能の場合を
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いふにあらす不及に相當する揚合である。又己むことを得ざる

事由に因うて復代理人を選任し（一〇四條一〇六條）雇傭を解約

し（六二八條）相手方の不利なる時期に於て委任を解除し（六五

一條）又組合より脱退し（六七八條）縄合の解散を請求する　（六

八三條）如きは薪れも事物の不能に到らすして而かも現状を維

持することを不當とする事由に基く場合を取扱へるものにして

此不都合なる結果を除く爲め法律は解除権を與へたのである。

法律が是等の場合に代理關係の消滅、雇傭又は委任の絡了、組

合關係の一部解滑又は終了の敷果を當然に與へざるは事物の性

質が不能にあらざる理由に出でたると倶に去就を當事者の意、思

に一任したるものにして之に抗辮樺を與へす解除権を與へたる

は事物の性質に因るに外ならす是れ代理人の復任樫に照して明

かである。是等の規定に徴するも給付不及に封して抗辮権を與

ふべきは必すしも我民法上全く理由なしと謂ふべからす。且假

に不及に關する規定全くなしとするも給付拒絶権を否定する積

極的理由とならす蓋し法の敏陥は條理に依りて適當に之を補充

すべきものであるからである。

　（ハ）調停説は債務者の利盆を偏重するとの非難。然れども債

務者に給付拒絶権を典ふると同時に債権者にも一層重大なる利

盆に基く再抗辮を許さぱ公李を保つことが出來やう。且調停読

は元來信義公李則を以て指導観念とするものなるが故に實際上

當事者一方のみの利釜を偏重せざるを以て寧ろ其特色とする。
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　之を要するに當事者の責に騰すべからざる事情憂更に因う給

付が不能となうたるときは債務者は當然債務を苑かるべしと錐

もその不能に到らざるものは之を不及として取扱ひ債権者には

給付の請求権を與ふると共に債務者には給付拒絶権を與ふべく

若し債椹者に一層重大なる利盆あるときは再抗辮権を與ふる

こと、し以て當事者の利害を具髄的妥當に調停すべきものとす

る。故に私は爾断読を排して調停説を取るのである。

　第……　不能との異同　　給付不能の問題と關聯して街ほ注意

すべき事項少なくない。以下事情i墜更則に關係あるものに付て

のみ略述して置く。

　（一）給付不及に基く給付拒絶権は債灌濫用に封する抗i辮とし

ても読明し得る場合が多い。例へぱ前掲石坂氏例示（一）（二〉

（五）の如し。然れども椹利濫用に該當せざる場合も少くない、

同例示（三〉（四）（六）の如し。

　（二）目的不到達は給付不能と同一でない。履行はあるも契約

を爲したる目的を達し得ざることがある（五六六條一項参照）。

目的不到達は常に事情攣更に因る契約解除の理由となるや否や

は疑問である、、民法費主捲保責任に關する規定は直に一般の場

合に類推することを得ない（前出）。契約の目的が契約の條項と

なれるときは問題を生せす又少くとも契約の要素に關する錯誤

と認むべきときも亦問題を生じない（甜警智繋8盆）。例へばヘボ

給師を大家と信じ互額を投じて揮毫を依頼したるに豫期の書を
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得ざりしが如し蓋し既に大家に相當の互額の染筆料を提供せる

一事に徴して其要素に關する錯誤たること明自である。以上の

揚合を除く外目的不到達は解除の理由となるに乏しい、蓋し鑑

に目的といふは唯客観的に認知し得べき當事者の意思にして固

より表示を要せす又相手方に認知せらる》ことをも要せすと解

すべきであるから後に至り卒然之が主張を許すは相手方の利盆

を害するからである、但し若し契約の當時相手方にも認知され

叉はさるべき特別の事情あるときは此限に在らすと考へる。

　（三）目的到達は債権關係に如何なる敷果を及ぼすべきか。弦

に目的到達といふは辮濟又は辮濟代用の方法に依る以外の方法

に依りて債椹者が目的を達したる場合を指す。特定物の給付を

目的とする場合に債権者が其物を取得したるときは給付の不能

を來す、但し債権者が之を取得したる方法及び原因の異なるに

從ひ其敷果同じからす。帥ち債権者が第三者より法律の規定

（例、相績）叉は法律行爲に因り無償にて之を取得したる場合に

於て之と其給付が債務者との問にも亦無償に約せられたるもの

なるときは債務者は全く給付を免かれる、蓋し此揚合に於ては

債務者の過失なくして給付が不能となれるのみならす第五百三

十六條二項の規定は無償契約に適用なきが爲めである。此事は

・一マ法以來concursus　du刎um　lucr乱tivarum　c乱11s鉦umとして

認められたる債権潰滅原因の一なるが我民法上亦同一・の結果と

なる。以上に反し若し有償的に約せられたる特定物を債権者が
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無償にて第三者より取得したる場合には、其方法が生前行爲に

因れるときは債権者は債務者に勤し不當利得を理由として其代

債の償還を請求し得れども債務者も亦第五百三十六條二項の規

定に依り反饗給付を講求し得るが故に結局其物の市債（叉は相

當債格）と債務者の約せし反i封給付の債格との差額を債務者に

償還すること》なる。不特定物の給付にても給付の目的が特定

せる場合（例、特定建物の用材1には之を特定物給付と看傲すの

外あるまい、之に反し斯かる制限なき不特定物給付に在ては債

権者が第三者より之を取得することあうとするも給付の不能を

1來たさない、然れども給付の目的用途が當事者に豫見し得べく

して債権者には債務者に付いて重ねて其給付を強制することの

無意義となるときは債務の潰滅を認めて好いこともあらうが要

するに前述目的到達の場合の読明に準じて判断すべきものとす

る。勢務供給契約に付ても供給せらるべき勢務叉は供給の目的

の特定せると否とに依り物の給付と同様に解して差支ないと思

ふ。いづれにせよ本項は事情攣更の場合に相當せざるものが多

い。唯第三者より相綾叉は遺言に因りて物を取得したる場合に

限うて事情獲更の取扱を爲すべきものとする。クソユツクマン

は目的到達といふを汎く解し債権行使の不能叉は不期待及び目

的滑滅の場合までも此中に包含せしむるらしい口吻を洩らして

ゐるが概括に過ぎる（碁欝a雛）．

　（四）債権行使の不能とその不期待（Unzumutb朋keit）と給付不
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能との匿別は極めて重要である（誉騒舜雫）。先づ債権行使の不

能とその不期待とを画別して置く必要がある、債権行使の不能

は債務履行の不能に封比すべきものにして後者に付いて客観的

不能と主観的不能との匠別に關する雫あるが如く債権行使の不

能に付ても同檬の事を繰返へし得るものである、現に債灌行使

の不能なる観念を提供しπるクリュツクマンの如きは之を読明

して債権行使の不能とは要するに債権者の一身上の事情に止ま

らす一般に他人を同一の地位に置くも債権を行使し得ざること

をい紬のとなし（蕪讐鴫）岩田氏1蛇を註して灌利實行の

絶封に不能なる場合としてゐる（墾生董）之に封して債権行使の不

期待とは行使不能にあらざるも行使に著しき困難を俘ふ爲め債

権者に之れが行使を期待すべからざるものをいひ而かも債椹者

の純個人的事情（例、疾病、不在1の如き債椹行使の主観的不能）

は顧慮すべからざるものとする（菩響曾鞘謝。債権行使の不能

とは例へば敵軍の侵入に因る借家の使罵不能、軍の立退命令に

因る借家人の撤退、賃1昔物の軍事徴登などを指し、債権行使の

不期待とは例へぱ借家の所在地が戦闘地域に入りたること、洪

水又は春炭歓乏の爲め居佳を畿績するに困難を來たしることな

どを指すとしてゐる（量騒玩雫）。思メ・に實際上斯の如き各種の事

情を蚕別し得ることは明瞭であつて、恰かも債務者側に付いて

給付の不可能又は不期待の存すると同じく債権者側に付ても同

様の事情存するときは各場合に慮じて利害の調節を圖るべきは
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望ましき限りとする。唯問領となるは給付不能なる観念以外別

に債権行使不能なる槻念を法律上（事實上は格別）認むる必要あ

うや否やの黙である。鼓に於て問題は直ちに債権者遅滞の観念

に牽聯して來る。我民法上債権者の受領邊滞には過失を前提と

せす（通説）叉債権者が提供されたる履行の受領を拒絶したる場

合のみならす更にその受領を不能とする場合をも包含するは規

定上明かである（四九四條）而してその受領不能には何等理由叉

は事情を匿別せざるが故に受領不能に基く債権者逞滞は債権行

使不能と如何なる關係に立つかの疑問を生する。、愚ふに汎く債

権者の権利は請求権と受領灌とに鑑く、請求権は債権の本燈と

認めらる、も（通説、但異説あう）之れと同時に受領梅も亦本則

として債権に包含せらるものとする、固よう請求椹のみありて

受領権の俘はざるものなきにあらす（例、第三者の爲めにする

契約に於ける要約者〉と錐も是れ寧ろ例外に属する。されぱ債

権者は通常給付を受領すれば債権は本來の満足を得て消滅に騰

すべきものにして、若し債椹行使不能が受領権行使不能に外な

らすとせば債椹行使不能の問題は結局債権者涯滞の一の場合と

して解決せらる、こと、なる。切言せば給付受領に因る債権の

浴滅か又は受領不能に因る債権者の遅滞が二者その一に決すべ

きものとする。帥ち此場合に於ては特に債椹行使不能の観念を

法律上必要としない。然れども債権は時に請求椹、受領権以外

に亨用権ともいふべき第三の権限を包含することがある、例へ
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ぱ賃貸潜に於ける使用牧盆権、雇傭に於ける勢務使用灌の如

し。是等享用権を汎義の受領権と見るか又は受領権と濁立せる

権利と見るかは議論の蝕地あれども、私は一二の學者と倶に之

を賃貸借等に俘ふ第二二吹的権利と見るのみならす受領椹とは濁

立の権利と見やうと、思ふ。蓋し債権者の受頷権は債務者の履行

提供と相封立するものにして邸ち債務者としては履行の提供を

爲し債椹者之を受領すれぱ契約上の義務は一慮之を履行せるも

のにしてそれ以上債権者がその受領せるものを如何に享用する

かは債務者の關與せざるところ唯債権者が契約の本旨に反して

享用せざることを確保せらるれば足る（六一六條五九四條、六

．二五條）、加之享用権が受領後に於て生じ叉享用権のみを庭分し

得るは明かなる事にして殊に第五百九十四條及び第五百九十五

條の規定は享用の濁立を認めざれぱ殆んど解繹に苦しましむ

る。是に於て受領不能以外に債権行使不能を認め得る場合あり

て是れ享用灌に關する問題といふことが出來るわけである。

　享用権行使不能と給付不能との關係は次で起る重要問題であ

る。債務者（賃貸人、勢務者）は一一たび履行を提供したるも引績

き債灌者の爲めに享用適状を維持すべき縫績的給付義務があ

る。此黒占は恐らく多言を要しまい。故に後日この享用適状に欠

敏を生するときは債灌の目的は全部叉は一部不能に陥ることが

ある。但し此黙は二の場合を匠別しなけれぱなら沿。第一は給付

の目的物そのもの、滅失欠敏である、賃借物の一部滅失に付て
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は規定がある（六一一條〉。勢務そのもの、滅失欠歓は聯か常識

に反するも例へば煙草職工が煙草專責法の爲め一般的に私入の

煙草製造業に從事することを禁ぜられたる場合の如きは給付の

目的物自膿の滅失と見て差支あるまい。斯かる揚合には給付不

能の結果として當然享用権行使の不能を來す而して法律に特則

なき限ゆ危瞼負捲に關する通則（五三六條）に依りて問題を解決

すべきものとする。第二は給付の目的物そのものに關せす軍に

享用適妖の維持に關する給付の不能である。例へば賃貸人は賃

借物に關する他入の法律上又は事實上の妨害を除去し叉は建物

使用の緩綾に付き官磨の許可を得るが如く、叉勢務者に在ては

服務に必要なる資格認可等を取得するが如し（例、般員法二六條

以’ド）。果して然らば若し天災戦雫其他の事墾（不可抗カノに因り

て此享用適状が維持すべからざるに至るときは如何にといふに

民法第六百九條以下の規定との關係上此揚合は簡軍に取扱ふは

けに往かない。蓋し同條其他の規定に依れぱ少くとも牧盆を目

的とする土地の賃貸借に在ては不可抗力に因りて享用椹の行使

が著しく不能となり就中牧盆皆無となるも（第一〇條滲照）當然

には賃貸借は絡了せす唯一定の要件の下に之を解除し得るに過

ぎざるが故に一般に享用権行使不能を以て給付不能と爲し以て

危瞼負捲の通則（五三六條）に依らしめ難いことになる。思ふに

賃貸人が享用適状を作出維持すべき給付義務は他の一般の場合

の如く軍に可能なる適状に限るべきものにして除去又は豫防す
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ることの事態不能なる事由に出づる適状の破壊乃至攣化は賃貸

人の關知するところにあらす之に因りて生する享用権行使の不

能は全く賃借人の危陰に属するものと考メ、るの外ない。唯その

不能の程度が契約を爲したる賃借入の目的に著しく反するに至

るときは賃借入に解約権を與ふること、するのであつて此立法

の趣旨は本條等に照して十分看取することが出來ると考へる。

　大凡賃貸借又は雇傭に於ては債務者（賃貸入、勢務者）は唯享

用適状に於て目的たる物又は勢務を提供すれぱ足りそれ以上債

穰者が如何に其享用権を行使するかは本則として關せざるとこ

ろと解するのが從來の通説と考へる。しかも此見解が必すしも

實質上正當にあらざることは既に民法に於て調停的規定を設け

たるに照して其一端を窺ふに足るものにしで（六〇九條以下）

若し事物の性質及び事情の養化に依り民法が寛和を必要と認め

たる程度に苛酷なる結果を生するときは債権者に賃金減額請求

権又は契約解除権を與ふるを妥當と信ぜざるを得ない（勿論々

法）o

　若し夫れ債権行使の不期待に至ては何等援るべきの規定なく

從て異論必す多かるべΨしと信するも是れ亦一定の制限を附して

債権者に解約権を與ふるを姜當とする。蓋し讐務契約に於ては

債務者も亦賃金其他反封給付を請求し得る黙に於て債権者たる

は多言を要せす、されぱ若し賃貸入等が契約の本旨に反して其

請求権を行使するは債権濫用として法律上保護すべからざると
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ころとする。例へぱ賃借人が賃借物の使用牧盆に付き自己に過

矢なくして何等の利盆を有せざるに至り而して賃貸入としては

賃貸物を同一以上に有利なる條件を以て何時にても他に賃貸し

得る蓋然性あるに拘はらす荷ほ契約を固執して賃金を請求せん

とするが如きは是れ信義公李の療則に反するものにして法律上

保護に値せざるものと信する。期限附借家の揚合に於て借家入

たる官吏が豫定期聞の経過雨突然轄任を命ぜられ叉は借家人た

る螢業者が突然出征するが如きいづれも以上の事例と爲す二と

が出廉やうか。但是等は唯一例に過ぎす他の場合に於ても一定

の制限の下に同様の取扱を爲すべきものにして其一定の制限の

如何なるべきかは具膿的事實に付き信義公李に照して其都度決

定するの外に途がない。

第七　事情攣更則の致果及び

　　　　　適用上の注意

　第一　事情攣更則の敷果　　事情愛更則適用の数果に付ては

諸説必すしも一定せすと錐もその一定せざる理由は事情獲更則

の構成上の差異に基くもの多く特に根本的意義があるはけでな

い。1私は事情獲更則の濁立性といふ黙に重きを措かす專ら我民

法上此法則の求めんとすると略ぼ同様の結果を認め得べきや否

やの鮎に付いて研究して見たのであるから此法則適用の揚合及

ぴ敷果に至ても他の所読と多少異なるところを生じた。私が此
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法則の適用に附した法律上の敷果に付ては既に各場合に付いて

述べたから再び贅しない、要は錯誤の規定及び黙示的解除條件

に關する規定に依りて事情攣更を説明し得る場合には契約は事

情攣更に因りて當然無敷に蹄すべく又事情憂更の結果債権者が

債灌を行使することが権利濫用となるべき場合及び事情攣更に

因りて給付の不及不期待を生する場合にはいづも債務者に履行

拒絶の抗辮椹を與ふ。最後に事情攣更せる爲め當初定めたる給

付及び反封給付の比率に不當の憂化を來たし叉は金鏡の債値暴

落の爲め當初の債椹債額が不相當となれる場合には檜値叉は増

額の請求権を生すといふのである。以上の中錯誤叉は解除條件

の成就に因りて契約が當然失効する場合にても債務者は信義の

原則に依り債権者に到して其失効の通知を爲すの義務ありと解

すべく（さ墾警廉糞祇毒鷺〉。叉債権の行使が権利濫用となるべき

揚合には債務者は抗辮権を援用するに依りて一時的又は永久的

に債務履行を免かれ得るものとする。是等の黒占は格別議論なか

るべしと信するも、給付不及に基く抗辮権及び檜値増額の請求

権に付ては多少説明を追加し置く必要がある。

　（一〉給付不及は給付不能にあらざるが故に債権者は衙ほ履行

を請求するの権を失はす唯債務者は事情攣更の抗辮に依りて其

請求を斥くることを得るに過ぎす。從て若し債務者が期日に闘

席するか又は抗辮をなさいるときは債権者は勝訴を得ること＞

なる。但し此鮎に付ては給付不及が一時的なると永久的なると
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により’旺別しなけれ、ぱならの、若し給付不及が永久的なるとき

は軍亡抗辮権を與ふるのみにては足らす更に進で解約椹を與へ

なければならの、蓋し假に抗辮権を與ふとするも延期の抗辮に

ては事態無意義なるべきが故に當に異議（Einw翻のの抗辮とせ

ざるべからす果して然らば寧初より解約権を與ふるに若か臓の

である。因みに錯誤叉は解除條件成就に因る無敷の通知は外形

上解約権の行使と似たれども性質を異にするものと信する。大

凡履行不能に付いて一時的と永久的とを匿別すべきや否やに付

ては議論あれども絶封不能に付ては二者を旺別すべき實盆があ

る、蓋し不及は元來信義公李則に基く観念なるが故に當事者の

利害關係を調停する爲めに努めて具膿的妥當の取扱を爲さなけ

ればなら臓、依て例へぱ定期行爲の如く一定の期目又は期問内

に履行せざれば契約を爲しπる目的を蓬する能はざる場合に於

て偶々給付不及を生するときと、さはなくて履行期を経過する

も荷ほ履行の利盆あるときはとは同…に取扱よこと能はす、郎

定期行爲の給付不及に封しては解約権を輿ふべしと錐も非定期

行爲の給付不及に在ては其不及が一時的なると永久的なるとを

雇別してその一時的なるものに饗しては軍に延期の抗辮権を與

へその永久的なるものに封してのみ解約権を典ふるを妥當と信

する。クリュッマンが嘗て解約灌は抗辮権の進歩せるものといへ

るは（9｛晶S）弦の解約権の根擦を詮明せるものとして正當であ

る。蓋し給付不及の場合に延期の抗辮叉は解約を許すべしとい
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ふは債務者の意、思、に反して履行せしむることが信義公李の原則

に反するが爲めにして其理恰かも債椹の實行が公序良俗に反す

るが故に樺利濫用の抗辮を許すと同様である、而して権利濫用

の場合に於ても絶封に然るものと債務者の意思に反して債灌を

實行することが穫利濫用となるものとあり前者に在ては抗辮す

るまでもなく當然に債権の滑滅を豪たすに反し後者に在ては抗

辮に依りて初めて債務者は責を冤がるに至る。乃ち要するに以

上債務者の意、懸に反して履行せしむることを不可とする場合に

は債務者に抗辮権を與ふるものなるが、債務者は固より任意に

履行するを妨げす、此黙に於て是等の債務は本質を一礎して自

然債務（Obliga七io　n乱turaliS／となれるにあらざるやの疑を生す

る。依て問題外ながら簡短に此黙に付ても蛇足を添へて見たい。

自然債務（債権）なるもの＞意義及び之に附する敷果必すしも一

定せすと難も蓮説は之を以て訴権を件はざる債権と爲す帥ち債

穫者は裁判上請求し得ざれども若し債務者が任意に之を履行せ

ば固より有敷にして決して贈與を以て目ずべきものにあら歩と

する。果して然りとせば以上述べたる場合は自然債務にあらす

侮となれば債樺者は荷ほ訴権を有するものにして唯抗辮権が之

に附著せるに過ぎざればなり、債務者の任意履行を許す黒占は二

者共蓮なれども訴椹の有無に於て二者全く異なる。されば今鼓『

に説明しつ》める場合はかの本家抗辮灌を俘ふ債権と同一であ

る。本凍抗辮を件ふ債椹の中特に注意すべきは履行を彊制する
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ことが公序良俗に反する給付を目的とするものである、例へば

親族の屍膿を解剖の用に供する爲め責却し、自己の頭髪を費渡

し又は陳列棚に廣告として若くは彫刻のモデノレしとて立つ契約

の如し、是等は給付そのものとして毫も公序良俗に反せす從て

之を約せる契約は無敷にあらざるが故に債権者は固より訴権を

有すべきである、唯債務者は何時にても履行を拒絶し得るのみ

ならす假令敏席劇決が確定するも債務者の意，思に反して之を彊

制執行し得ざるに止まる、債務者が任意に之を履行せば固より

有敷の辮濟となる。是等が自然債務にあらざるは前に読明した

るところにより明かである。事情鍵更に因り債務者の意思に反

して債権を實行することが不法又は不當となるに至れる場合も

取扱上これ等の揚合ど匿別すべき何等の理由がない（誌智窒煮モ

縦鷺鵯翻．

　（二〉増値問題に於て最も困難とするは當初約定せる債権額を

後に至りて増加する織である。殊に増債問題に付て然りとす

る。一説は此揚合に増憤を許さす軍に反封給付の減額のみを許

すべしと爲す（贈蹴麟璽躍燕〉．蓋し物麟貴の爲め

代金の増額を許すは買主の債務を豫定以上に加重するが故に理

由なし依て寧ろ責渡すべき目的物の減額を許すに若かすといふ

のである。我民法上之と關聯して考ふべきは責主捲保責任に關

する代金減額の問題である（五六三條、五六五條）之に依れぱ責

買の目的物に付き権利の欠敏叉は歎量の不足あるときは責主は
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減額の講求に慮じなけれぱなら組が、反封に其目的物に付き豫

見せざりし灌利が附随し又は歎量が反饗に過多なりしときは責

主は代金増額を請求し得るやの疑問を生する。若し費主罐保責

任に關する規定を以て錯誤の規定に勤する例外と見るならぱ此

場合は錯誤に關する原則に立還りて問題を解決すべく自然頁買

は無敷となりて、代金増額の問題を生ぜざる筋合である。之に反

し此捲保責任に關する規定は大凡特定物責買に付て目的物の性

欺に關する錯誤は其同一性に關する錯誤に比し寧ろ從たる債値

を有するに過ぎざるが故なりと解するならば（勢著篁椹贅各馨（譲）

其物に付き存する権利の増加又は歎量の過多も亦物の性釈に關

するものなるが故に當然錯誤の規定の適用なく寧ろ捲保責任に

關する規定の反勤解繹に依り代金増額を認め得るの理由あり。

而して此場合にも費買を存績せしめて代金増額を許すか叉は目

的物の減額を許すべきかは容易に解決し得ざる問題である。事

情攣更に因りて代金が不當に低廉となれる場合とは原由を異に

すれども問題の實質に於ては同一である。今責主擢保責任のみ

に付いて見るに以上の事情あるとき常に契約を無効とするは搬

保責任を特に認めたる法律の精紳に反する、蓋し費買に於ては

買主も買主も實質上同等の地位に在るべきが故に其一方に封し

のみ捲保講求権を與ふるは公準の原則に反す法律が責主捲保責

任として一方のみに責任を負捲せしめたるは・一マ法以來の傳

統を追へる以外何等特別の理由なしと考へる若し強いて其理由
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を求むれぱ費主に代金増額の請求を許すときは買主は時に不用㌧

の権利又は藪量をまで買取ること、なる虞れあるが爲めと見る

の外なし、乃ち要するに責主捲保責任は結局買主保護の目的に

出でたるに外ならざるが故に若し代金増額の請求を許すも街ほ

買主に利盆ある場合には寧ろ塘債を許して契約を存綾せしむる

を要當と信する、郎ち買主に於て増額に鷹する意愚あるに拘は

らす形式的に錯誤を理由として契約を無敷ならしめんとするは

信義公季の療則に反するものと断じなければならぬ。依て既場

合には契約は錯誤に拘はらす一慮有敷なりと看緻し先づ責主を

して買主に封し増憤の請求に鷹するか或は目的物減少の請求

（豫期に反して存せし権利叉は遍多の藪量を減少することを目

的とす）に懸するかを申出でしめ買主が二者いづれをも拒維し

たるとき始めて契約を解除せしむるを妥當と信する。此事は元

來法律に規定なき場合に關するが故に搬保責任に關する規定の

趣旨と信義公李則とに照して法律獲見の方法に依りて論定すべ

きものにして是れ軍なる立法論に止まらす解繹論としても相當

に維持し得るものと考へる。

　事情憂更に因る物憤騰貴に在ても騰貴の程度甚だしくて當初

の代金にての取引を不當とするに至るときは前蓮の如く信義公

李則に依り増債講求を許すべきものなれども以上捲保責任に付

て蓮べたると同様の理由に基き先づ費主をして増債叉は目的物

の薮量減少（事物の性質が減少を許すときは）を請求せしめ若し
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買主が二者いづれをも拒絶したるときは契約解除をなさしむる

を妥當とする。蓋し事情墾更則は費主を保護すると同時に買主

をも保護すべきものなるが故である。從來の見解は解除の前提

要件として軍に増債を請求せしむるに止めたるも不十分なうと

考へる。當に檜債と目的物減少とを併せ申出てしむべきである。

之を要するに以上の如く解決すべきものとせぱ塘憤に翼する非

難は一雁之を苑がる、を得べし。帥ち増債は買主の債務加重と

なるとの非難は一懸理由あれどもされぱとて論者の如く常に目

的物の減少を許すべしとすることも債務者に饗し必すしも公李

といふべからす叉常に合目的なうとも謂ひ難し之に反して以上

の如く債務者に二重の選揮権を與ふること＞せば十分に債務者

の利盆を擁護し得べしと信する。

　第嵩　適用上の注意　　鼓にぱ以上蓮べたる外筒ほ興味あり

と信ぜらる、適用例を追加し併せて適用上の注意に付き一言し

以て稿を脱することにしたい。

　（一）雇傭契約　　に關して問題となるは身元保詮契約に於て

被保謹者の地位の獲化せるとき其保謹契約に如何なる敷果を及

ぼすかの黙である。例へば當初小僧として雇入れらる》に付き

身元保謹を爲したるに後日小僧が昇進して番頭となれる揚合の

如し。番頭の権限は小僑に比して甚だ大なるが故に（謹法羨）從て

其責任も亦増加すべきは當然である。此事情の攣化に因り當初

の保謹契約に如何なる憂化を及ぼすべきかは第一に保謹契約の
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解繹に依るべきものなれども若し此黙に封する特別の意思表示

なかりしときは同一事情存績の約款あるものとして小信が其地

位を攣すると同時に契約は失敷するものと解するを妥當とす

る。或は保謹契約の附從性に依り契約は依然として存綾するも

其責任は軍に小僧としての地位に俘ふ程度に限定すべしとの見

解も立たざるにあらざれども事實上小信としての危険性と番頭

としての危険性とは藪量的に旺別し得ざるが故に此見解は合目

的といふを得ない。次に保謹されたる雇人が不行跡ありたるに

拘はらす伺主入が之を使用するときは如何といふに此場合には

保讃人に封し保讃縫績の不期待を生するものにして雇主に於て

若し保謹縫績を主張せんか是れ明かに信義の原則に反するもの

とせねぱなら譲、依て保謹人は事情憂更を理由として保謹契約

を解除（告知）し得るものとする。

　次に雇主は一般に勢務者の爲めに仕事を調達し與ふる義務は

ない蓋し債灌者は本則として債務者の履行に共力すべき義務が

ないからである。併し賃金が仕事高に依りてのみ定めらる＞場

合には意思解繹上雇主は相當の賃金を稼ぐに足るべき仕事を供

與すべき義務あるものと考ふべきである（攣藤）・此場合に若し

雇主が不可抗力に因りて相當の仕事を供與し得ざるときは第五

百三十六條一項の規定に依り雇傭契約は無敷となるべし、相當

以下の仕事をのみ供與したるときも亦同じ。即ち此場合には特

に事情攣更則を必要としない。其他の場合に付ては前已に一言
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した。

　次に或る工場に從．業せしむる爲め地方より女工を募集し之に

鷹募したる者が自費にて出頭したるに偶然工場嶢矢して同復の

見込立たざる場合には目的漕滅の理由に因りて雇傭契約は消滅

すべしと錐も工場主は慮募者に鍔して何等の責任なしとするは

公李の観念に反する。或は此場合に工場主側は工場の焼失に因

りて権利行使の不能叉は不期待を生じたるものとして事情攣更

則を援用し雇傭契約を解除し鷹募者の爲めには利盆均分の法則

に依りて賠償金を與ふべきものとする（窒墜賢）併し利盆均分の

法則は此際不得要領である。此場合には寧ろ事務管理の規定に

依り鷹募者に族費其他を有盆費として支梯ふべきものと解する

（七〇二條一項）。請負契約に於ける準備行爲に供したる費用に

付ても同様に考へて好い。蓋し是等の場合には工場主の募集に

因りて出頭したるものなるが故に假令未だ勢務そのものには服

せざりしと錐も工場主の爲めに勢務の提供（給供）を爲したるも

のと謂ふべく然らぱ少くとも此織に於ては工場主の爲めに事情

管理を爲したりと見得るからである、勢務の供給は濁立して一

の事務となるからである。乃ち以上の如き場合にも特に事情憂

更則を必要としない。

　（二）請負契約　　に於ては再成義務に付て問題を生する。民

法危険負捲の原則（五三六條）に依れぱ請負人が例へぱ建築に着

手して殆んど落成したる際暴風の爲め建物が倒壊したうとする
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も筍しくも之を期問内に再成し得る限りは債務を菟かれざるも

のとする、蓋し建物倒壊あるも爲めに工事そのものは筒ほ履行

不能といふべからざればなり。然れども此種の講負契約に在て

は仕事に付き一定の計書があり之に依て牧支の比率を得たしむ

るを通常とするが故に若し倒壊の爲め此基礎的計書が同復すべ

からざる程度に破却され其再成を期することが取引上信義公李

の原則に反するに至らば後登的給付不及として請求入に報酬増

額講求梅及び解約権を與ふるを妥當とする、固より契約は當然

失敷するにあらざるが故に若し請負人に於て豫め工事中の建築

を保瞼に附する等再成の方針を立てたる場合には給付不及 に拘

はらす自から再成するを妨ぐるものでない。

　請負契約後、材料叉は勢働の憤格が豫想外に騰貴し契約を其

儘に履行せしむることが取引上信義公季の原則に反するに至る

ときは前上檜憤問題に付き述べたる所に從ふべきである。

　（三）適用上の注慧　　事情攣更則は取引の通念に照したる信

義公卒の観念に訴へて當事者問の債権關係に付き具膿的妥當な

る敷果を牧めんとするものである、故に自盤非難すべき何等の

理由なしと難も此法則の適用に付て動ともすれぱ濫用の弊を生

ぜんとするは從來一般に戒愼せられた鮎である。契約嚴守の原

則は法律生活に於ても根基を成すべきものにして事情憂更に因

りて此根基を動かすに付ては法律の旨趣に照し斯くすることが

契約嚴守則を破る以上に正嘗であるとする特別の理由がなけれ
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ぱなら鳳。蓋し事情攣更則は結局契約嚴守則に封する例外に過

ぎないからである。事情攣更則の適用に付ては此根本的観念を

忘却してはなら澱。固よう法學上より新しき濁立の法則として

事情鍵更則を構成する場合には多少之れと異なる見地に立つ二

とを容認すべきであるが實用的法則としての事情憂更則を取扱

ふに當ては飽くまでも現行法規の補充又は補正たるに過ぎざる

ものと考へる必要がある。されば實用的法則としての事惜憂更

則を適用するに付ては其法則の猫立性といふ黙を犠牲に供し其

法則の實際的敷果に着眼し、筍くも此敷果にして牧め得らる、

限りは現行法に其根篠を求めることに努めなければなら鳳・

勿論之れが爲めに此法則の豫期すると全く同一の敷果を牧め得

ないかも知れす又法規の解繹や事實の構成に幾分の無理を生す

ることがゐるかも：知れないが、それでも全然法規を無親して自

由法説の放縦に堕するよりは遙かに穣當であると考へるのであ

る。極端なる正義は屡々極端なる不正義となるとの古き法諺は

さることながら之れと反封に極端なる自由は常に極端なる放縦

となることは一層明自にして此黒占は事情鍵更則の運用に當り特

に警i戒しなけれ4ごなら露。

　事情憂更則は戦時事攣に際し法律生活殊に経濟關係に激動を

生じπる場合に限うて適用すべきものなりや否や。換言せぱ此

法則は非常時の法なりや將た常時の法なりや。私は現行法が事

情攣更則に關する通則を設けざることよりして常時にも亦法の
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敏陥を生するの可能性を認むるものであつて從て此法則は軍に

非常時法たるに止まらざるものと考へて居る。唯非常時に際し

ては此黙に關する法の敏隔が特に著しく且頻繁に域ぜられ從て

此法則の適用が一厨劇しく要求せらる》の差あるに過ぎない。

斯くの如く事情獲更則は常時にも適用の鹸地ありと錐も元來法

律は常時を基準として翻定せられたるものなるが故に荷しくも

法律上顧慮を必要とする事情憂更に付ては立法者は相當既に規

定を設けたる筈なるが故に是等の規定を漕ぐりて事情攣更則を

適用するは全く例外の事に属するわけである。されば常時に庭

してはザクセン民法の如の當事者聞に特約又は法律に特則ある

にあらざれば事情憂更は本則として顧庭せざるものとするのが

亦我民法に於哲る全旨趣と考へざるを得の。叉非常時に庭する

に當ても前にも一言せる如く特別立法に依りて全般的に適切の

解決を與ふべきもの（例、モラトリウム）と裁判に委ねて個別的

に調節を講すべきものと自から二種の案件を生する、事情愛更

則に該當する事案に附ても例へぱ紙幣下落に基く増値問題の如

きは寧ろ立法的に全般的解決を下すを得策とするものがあらう

も知れない。要するに事情攣更則の着眼黙は不時の事情憂更に

因，りて當事者の一方が奇鍋に遭遇せんとするに相手方が反勤に

其奇綱を自己の奇貨として不當の利得を博せんとするの状況を

矯正して法律生活の安定を圖らんとするに外ならす帥ち事情鍵

更に俘ひて既存の債椹關係を形式上憂更するは其實質に於ては
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其債穫本來の目的に還元するものにして換言せぱ事情の憂化に

拘はらす債権の目的及び敷用を原状のま、維持せしむるに外な

らす、故に此趣旨を正解するときは事情攣更則は却て取引の安

全を眞に保全する敷力あるものとする。事愉攣更則の蓮用は此

趣旨に副ふ限りは又その限うに於て是認されなけれぱなら臓。

　果して斯くの如くならぱ常時に於て我民法上此法則を適用す

べき揚合は極めて少なかるべく且之を適用すべしとするも我民

法上既存の法則を適宜に蓮罵するに依りて其目的を達し得る場

合少なからす、乃ち特に事情憂更則そのものを認むるの實債は

i案外少なかるべきを思ふのである。いづれにしても此法則の構

成は之を法理論として抽象的に取扱ふよりも具膿的事案に付い

て裁判上歩々に：大成するを至當とする從て裁判上此法則を適用

する場合には常に此法則の建設の爲めに努むべきものにして徒

らに個々の事案に囚れて一貫せる條理の構成を閑却するが如き

は断じて探らざるところである。


